
子
ど
も
の
養
育
費
の
履
行
確
保
に
つ
い
て

ー
オ
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ス
ト
ラ
リ
ア
の
制
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ー
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は
じ
め
に
1
子
ど
も
の
養
育
費
問
題
の
意
義

一
日
本
に
お
け
る
子
ど
も
の
養
育
費
の
現
状

ニ
オ
{
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
け
る
子
ど
も
の
養
育
費
の
履
行
確
保
制
度

お
わ
り
に

富
之

1
 
1

ノ
 
j
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は
じ
め
に
1
子
ど
も
の
養
育
費
問
題
の
意
義

日
本
で
は
雜
婚
が
年
間
二
五
万
件
を
超
え
て
お
り
、
こ
れ
に
は
、
未
成
熟
子
の
い
る
夫
帰
の
雜
墻
ゞ
多
く
含
ま
れ
て
、
 
n
o

よ
う
な
有
子
夫
婦
の
雜
婚
で
子
ど
も
が
未
成
熟
で
あ
る
場
合
に
は
、
母
親
が
子
ど
も
の
養
育
を
し
て
、
る
こ
と
ゞ
多
、
と
、
わ
れ
て

い
る
。
雜
婚
に
ょ
り
生
じ
る
母
子
家
庭
の
問
題
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
本
稿
で
は
、
と
く
に
、
子
ど
も
の
生
活
費
保
障
の
司
遉
に

い
て
取
り
上
げ
る
。
父
子
家
庭
の
生
活
問
題
も
検
討
す
べ
き
重
要
な
課
題
で
は
あ
る
が
、
日
本
で
は
唯
昏
後
の
親
権
者
の
多
く
ゞ
、
、

親
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
回
は
生
別
母
子
家
庭
を
中
心
に
検
討
す
る
。
こ
の
問
題
は
、
民
法
上
の
遍
題
で
あ
る
と
と
も
に
、
也

域
、
と
く
に
社
会
保
障
法
と
も
密
接
に
関
係
す
る
。

生
別
母
子
家
庭
の
生
活
に
つ
ぃ
て
は
、
日
本
で
は
、
と
く
に
子
ど
も
が
未
成
熟
で
あ
る
家
庭
の
母
見
は

一
般
に
資
産
の
蓄
積
が
少

な
く
、
生
活
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
、
母
親
の
就
労
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
え
そ
H
0
 
し
か
し
な
ゞ
ら
、

日
本
の
現
状
で
は
、
母

子
家
庭
の
母
親
か
不
安
定
雇
用
、
零
細
企
業
等
で
の
就
労
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
、

貧
困
生
活
を
強
い
ら
れ

6

て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
た
め
、
離
婚
後
の
母
子
家
庭
の
自
立
は
困
難
を
伴
う
の
が
見
状
で
あ
そ
M
O

こ
の
よ
う
な
日
本
の
状
況
を
考
え
る
と
、
生
別
母
子
家
庭
の
生
活
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
、
母
親
の
尤
労
こ
け
で
は
、
、
ず
し

も
十
分
と
は
い
ぇ
ず
、
と
く
に
子
ど
も
の
生
活
費
に
関
し
て
は
、
非
親
権
者
で
あ
る
父
親
に
ょ
る
養
育
費
の
支
厶
と
士
会
保
障
合
寸

が
重
要
と
な
る
。

厚
生
労
働
省
の
「
全
国
母
子
家
庭
調
査
」
に
ょ
る
と
、
養
育
費
を
受
け
取
っ
て
い
る
母
子
家
庭
の
割
合
ゞ
レ
常
に
低
く
四
、
離
婚
後

の
未
成
熟
子
に
対
す
る
私
的
扶
養
義
務
の
履
行
が
不
十
分
で
あ
る
と
指
商
さ
れ
て
、
る
n
0
 
し
た
ゞ
つ
て
、
雜
昏
後
の
母
、

く
一
孑
ど
の
費
、
関
し
て
は
、
社
会
障
付
が
そ
の
主
た
る
収
源
と
な
っ
て
、
る
こ
と
ゞ
、
つ
;
え
る

社
会
保
障
給
付
と
し
て
の
、
児
童
扶
養
手
当
法
で
は
、
「
父
又
は
母
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
な
い
児
童
が
育
成
さ
れ
る
家
庭
の

生
活
の
安
定
と
自
律
の
促
進
に
寄
与
す
る
た
め
、
当
該
児
童
に
つ
い
て
児
童
扶
養
手
当
を
支
給
し
、
も
っ
て
児
童
の
福
祉
の
曽
進
を

⑫

図
る
こ
と
」
を
目
的
と
し
た
も
の
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
社
会
保
障
給
付
と
私
的
扶
養
義
務
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
「
児
童

扶
養
手
当
の
支
給
は
、
婚
姻
を
解
消
し
た
父
母
等
が
児
童
に
対
し
て
履
行
す
べ
き
扶
養
義
務
の
程
度
又
は
内
容
を
変
更
す
る
も
の

U

で
は
な
い
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
生
別
母
子
家
庭
の
子
ど
も
の
経
済
的
な
生
活
保
障
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る

場
合
、
私
的
扶
養
義
務
と
し
て
の
未
成
熟
子
に
対
す
る
養
育
費
支
払
義
務
の
履
行
が
低
水
準
に
と
ど
ま
る
理
由
お
よ
び
そ
の
屡
丁
が

1
4
)

な
さ
れ
な
い
問
題
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

1
田

日
本
で
は
、
離
婚
の
約
九
割
を
恊
議
離
婚
が
占
め
て
お
叺
、
夫
婦
(
子
ど
も
か
ら
見
た
場
合
に
は
父
母
)
の
合
意
だ
け
で
雜
婚
が
成

立
し
、
子
ど
も
に
関
す
る
事
柄
に
つ
ぃ
て
も
、
夫
婦
(
子
ど
も
か
ら
見
た
場
合
に
は
父
母
)
の
合
意
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
0
 
そ
の
た
め
、

子
ど
も
の
養
育
費
に
関
し
て
は
必
ず
し
も
適
切
な
合
意
が
形
成
さ
れ
て
い
な
い
場
合
も
多
く
、
そ
も
そ
も
養
育
費
の
請
求
自
本
が
攻

N
D

棄
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
養
育
費
の
取
決
め
が
な
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
屡
丁

確
保
の
た
め
の
適
切
な
法
的
手
段
が
欠
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
実
際
に
そ
の
支
払
が
な
さ
れ
ず
、
そ
れ
を
{
俄
し
て
い
る
こ
と
が
多

a

い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
理
由
か
ら
、
本
来
は
生
活
保
持
義
務
と
さ
れ
る
子
ど
も
の
養
育
費
の
額
が
低
水
準
に
あ
る
だ
け
で

な
く
、
そ
の
支
払
が
な
さ
れ
な
い
と
い
う
事
態
が
多
く
生
じ
て
い
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
雜
婚
の
増
加
と
と
も
に
、
近
年
急
激
に
曽

咽

え
て
い
る
再
婚
の
増
加
を
考
え
る
と
、
子
ど
も
の
養
育
費
の
支
払
義
務
を
負
う
非
親
権
者
が
再
婚
し
た
場
合
に
、
新
た
に
形
成
さ
れ

る
家
庭
に
お
け
る
扶
養
負
担
と
前
婚
の
子
ど
も
に
対
す
る
養
育
責
任
と
い
う
扶
養
負
担
と
の
競
合
の
問
題
も
重
な
っ
て
く
る
0
 
更
に
、

最
近
の
日
本
経
済
の
情
勢
か
ら
生
じ
る
雇
用
問
題
も
絡
ん
で
、
非
親
権
者
の
稼
働
能
力
の
低
下
等
に
ょ
る
扶
養
負
担
能
力
の
問
題
も

1
の

考
慮
に
入
れ
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。

離
婚
後
の
未
成
熟
子
の
経
済
的
な
生
活
保
障
に
つ
い
て
、
公
的
責
任
と
し
て
社
会
保
障
給
付
に
ょ
る
社
会
的
扶
養
の
充
実
の
必
要

子どもの養育費の履行確保について^オーストラリアの制度を参考に^
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性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
民
法
で
規
定
す
る
扶
養
義
務
者
に
代
わ
っ
て
国
や
白
治
体
が
第
一
義
的
養
育
責
任
を
負
う
と
解
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
生
別
母
子
家
庭
に
お
け
る
子
ど
も
の
経
済
的
な
生
活
保
障
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

゛
、
、
、
、

法
律
的
に
は
、
扶
養
義
務
者
で
あ
る
非
親
権
者
の
養
育
費
支
払
義
務
の
履
行
を
ど
の
よ
う
に
し
て
確
実
に
実
現
し
て
い
く
か
と
い
う

点
と
、
こ
の
よ
う
な
私
的
扶
養
と
公
的
扶
助
と
の
調
整
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
点
が
重
要
な
問
題
と
な
る
。
後
者
の
問
題

に
つ
ぃ
て
は
、
社
会
保
障
法
の
領
域
か
ら
、
児
童
に
関
す
る
生
活
保
障
を
児
童
保
障
と
し
て
馨
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
見
解
も

D

主
張
さ
れ
て
お
り
、
日
本
の
社
会
保
障
法
体
系
の
理
解
を
め
ぐ
つ
て
議
論
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
私
的
扶
養
と

し
て
の
問
題
を
中
心
に
し
な
が
ら
民
法
の
視
点
か
ら
検
討
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

日
本
の
現
行
法
上
の
問
題
点

1父
母
の
離
婚
後
に
、
扶
養
義
務
者
で
あ
る
非
親
権
者
か
ら
の
養
育
費
の
支
払
が
適
切
に
な
さ
れ
な
い
場
合
と
し
て
は
、
次
の
よ
う

な
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。

①

扶
養
義
務
者
に
経
済
的
な
扶
養
能
力
が
欠
け
て
い
る
場
合

雜
婚
成
立
後
に
非
親
権
者
側
の
事
情
変
更
が
な
い
の
に
養
育
費
が
履
行
さ
れ
な
い
理
由
と
し
て
は
、
非
親
権
者
の
経
済
力
が
主
た

る
原
因
で
離
婚
に
至
っ
た
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
は
、
子
ど
も
を
養
育
し
て
い
る
親
権
者
(
多
く
は
母
親
)

の
収
入
に
依
存
せ
、
ざ
る
を
え
ず
、
そ
れ
で
不
十
分
な
と
き
に
は
、
公
的
な
社
会
保
障
給
付
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
0

問
題
と
な
る
の
は
、
離
婚
後
に
非
親
権
者
側
に
後
発
的
に
事
情
変
更
が
生
じ
た
場
合
で
、
と
く
に
、
非
親
権
者
が
再
婚
し
て
新
た

な
庭
、
形
さ
れ
、
と
で
る
。
通
常
、
は
子
ど
も
、
対
し
て
養
義
務
を
負
っ
て
お
り
、
そ
の
義
務
は
生
活
持
義
務
で

あ
る
一
に
解
さ
れ
て
V
る
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
の
民
法
に
は
、
こ
の
義
務
に
つ
い
て
の
明
文
の
規
定
が
な
い
そ
の
た
め
、

養
育
費
に
関
す
る
実
定
法
上
の
根
拠
規
定
に
関
し
て
は
議
論
が
分
か
れ
て
い
る
が
、
通
説
的
見
解
と
し
て
は
、
雜
婚
後
の
非
親
権
者

は
、
民
法
第
八
七
七
条
の
扶
養
の
規
定
を
根
拠
と
し
つ
っ
、
そ
の
解
釈
と
し
て
、
未
成
熟
子
に
対
し
て
は
生
活
保
持
義
務
を
負
う
と

解
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
扶
養
義
務
者
で
あ
る
非
監
護
親
が
再
婚
に
ょ
り
新
た
な
家
庭
を
形
成
し
子
を
も
う
け
た
場
合
に
は
、
前
婚
の
子
と
後
婚
の
子

の
両
者
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
同
順
位
で
生
活
保
持
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
も
、
扶
養
義
務
の
二
分
説
を
と
る
限
り
は
、

離
婚
後
の
別
居
し
て
ぃ
る
未
成
熟
子
の
扶
養
の
程
度
も
生
活
保
持
義
務
と
な
る
が
、
実
際
に
は
、
「
自
己
と
同
程
度
の
生
活
を
さ
せ

る
生
活
保
持
義
務
で
あ
る
必
然
性
は
な
く
、
最
低
生
活
費
保
障
を
基
本
と
し
て
、
個
別
具
体
的
に
そ
れ
相
応
の
生
活
を
保
障
す
れ
ば

⑳

い
」
と
の
主
張
も
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
父
親
の
扶
養
能
力
を
め
ぐ
つ
て
、
未
成
熟
子
の
間
で
そ
の
配
分
を
め
ぐ
る
競

い

悶

合
関
係
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
結
果
と
し
て
は
、
扶
養
負
担
に
十
分
耐
え
得
な
い
非
監
護
親
の
再
婚
に
ょ
っ
て
、
前
婚
の
未
成
熟

子
に
対
し
て
適
切
な
額
の
養
育
費
が
確
保
さ
れ
な
い
と
い
う
解
決
困
難
な
問
題
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

2
 
親
権
者
が
子
の
養
育
費
請
求
権
を
適
切
に
行
使
し
な
い
場
合

子
ど
も
の
養
育
費
は
、
未
成
年
の
子
の
養
育
監
護
に
必
要
な
経
費
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
民
法
第
七
六
六
条
で
は
、

父
母
が
協
議
雜
婚
を
す
る
際
の
子
の
監
護
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
規
定
し
て
お
り
、
養
育
費
は
、
子
の
監
護
に
必
要
な
事
項
と
し

て
協
議
で
定
め
る
こ
と
と
解
さ
れ
て
お
り
、
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
ま
た
は
協
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
は
、
家
庭
裁
判

所
が
こ
れ
を
定
め
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
で
は
雜
婚
の
約
九
割
を
協
議
離
婚
が
占
め
て
お
り
、
養
育
費
の
取
決
め

は
恊
議
離
婚
成
立
の
要
件
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
親
権
者
を
定
め
る
こ
と
は
要
件
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
取
決
め

を
し
、
雜
婚
の
合
意
が
形
成
さ
れ
れ
ば
、
養
育
費
支
払
の
取
決
め
が
な
く
て
も
、
ま
た
、
養
育
費
不
請
求
の
合
意
を
し
た
上
で
も
離

婚
の
成
立
は
可
能
と
な
る
。
協
議
離
婚
で
適
切
な
子
ど
も
養
育
費
の
取
決
め
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
正
確
な
資

日
本
に
お
け
る
子
ど
も
の
養
育
費
の
現
状

子どもの養育費の履行確保について オーストラリアの制度を参考に^ 川 之)
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料
す
ら
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
現
行
の
協
議
離
婚
制
度
は
維
持
し
な
が
ら
、
養
育
費
に
関
す
る
取
決
め
を
促
進
す
る
た
め
の
対
策

と
し
て
、
民
法
第
七
六
六
条
を
改
正
し
、
養
育
費
の
金
額
お
よ
び
支
払
方
法
に
つ
い
て
協
議
を
す
る
こ
と
の
明
記
と
、
養
育
費
に
関

、
.
、
、
、
、
.

す
る
合
音
茎
白
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
作
り
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
養
育
費
の
履
行
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
や
は
り
何

ら
か
の
形
で
公
的
機
関
が
関
与
す
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
子
ど
も
の
養
育
費
請
求
に
つ
い
て
は
、
明
文
の
根
拠
規
定
を
欠
い
て
お
り
、
権
利
主
体
と
請
求
方
法
に
つ
い
て
、
学

説
は
民
法
第
七
六
六
条
に
基
づ
く
監
護
費
用
分
担
請
求
と
捉
え
る
の
か
、
ま
た
は
、
民
法
第
八
七
七
条
を
根
拠
に
未
成
熟
子
自
身
に

よ
る
扶
養
請
求
と
捉
え
る
の
か
で
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
未
成
熟
子
自
身
に
扶
養
請
求
権
の
帰
属
を
認
め
る
立
場
が
通
説
で
、
子

=
、
゛
.
、
、
、
、
、
、
ー
、
、
、
、
、

ど
も
の
権
利
の
観
点
か
ら
も
こ
れ
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
問
題
と
し
て
は
、
子
を
実
際
に
監
護
す
る
親
権
者

囚

が
養
育
費
請
求
権
を
放
棄
し
た
場
合
に
は
、
権
利
保
護
に
欠
け
る
結
果
を
生
じ
さ
せ
て
し
ま
う
。

C
}
)
扶
養
義
務
者
で
あ
る
非
親
権
者
が
養
育
費
の
支
払
を
豐
す
る
場
合

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
か
な
り
以
前
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
二
0
0
三
年
に
、
「
担
保
物
権
及
び
民
事
執
行
制
度
の
改
善
の

た
め
の
民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
金
0
0
三
年
法
律
第
Ξ
四
号
)
が
成
立
し
、
翌
二
0
0
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ

0

れ
、
こ
の
中
で
子
ど
も
の
養
育
費
に
つ
い
て
の
強
制
執
行
に
つ
い
て
も
改
善
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
従
来
は
問
接

強
制
が
男
ら
れ
な
か
っ
た
金
銭
債
務
に
つ
い
て
、
「
民
事
関
係
手
続
の
改
善
の
た
め
の
民
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」

(
二
0
0
四
年
法
律
第
一
五
二
号
)
が
二
0
0
四
年
に
成
立
し
、
二
0
0
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
ょ
り
、
扶
養
義
務

劇

等
に
か
か
る
金
銭
債
権
に
つ
い
て
間
接
強
制
の
方
法
に
ょ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

従
来
は
、
改
正
前
の
民
事
執
行
法
上
の
強
制
執
行
手
続
な
ら
び
に
家
事
審
判
法
上
の
履
行
勧
告
(
家
事
審
判
法
一
五
条
の
五
)
、
履

行
命
令
(
同
法
第
一
五
条
の
六
)
お
よ
び
寄
託
(
同
法
一
五
条
の
七
)
の
制
度
を
利
用
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
手
段
を

,
用
す
る
こ
は
、
協
議
離
婚
の
場
△
口
、
養
育
費
債
務
名
義
が
な
い
こ
と
が
多
い
だ
け
で
な
く
、
手
続
上
も
さ
ま
、
ざ
ま
な
問
題
が
あ

リ
、
あ
ま
り
効
果
的
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
立
法
論
と
し
て
、
協
議
籬
婚
の
際
に
養
育
費
に
つ
い
て
の
債
務
名
義
を
与
や
す
く

す
る
こ
と
、
将
来
履
行
期
に
達
す
る
も
の
も
含
め
た
継
続
的
な
定
期
給
付
金
債
権
に
つ
い
て
は
、
給
料
天
引
き
制
度
等
を
新
設
し
て

一
度
の
強
制
執
行
に
ょ
り
支
払
義
務
終
了
に
至
る
ま
で
そ
の
効
力
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
養
育
費
が
現
実
に
支
払
わ
れ

な
い
場
合
の
措
置
と
し
て
、
国
家
に
よ
る
養
育
費
の
立
て
替
え
制
度
の
新
設
を
す
る
こ
と
等
の
案
が
提
示
さ
れ
て
い
た
0

2
 
日
本
に
お
け
る
子
ど
も
の
養
育
費
の
算
定

子
ど
も
の
養
育
費
の
算
定
に
関
し
て
は
、
二
0
0
三
年
四
月
に
、
東
京
・
大
阪
養
育
費
研
究
会
に
ょ
る
「
簡
易
迅
速
な
養
育
費
等

の
算
定
を
目
指
し
て
1
養
育
費
.
婚
姻
費
用
の
算
定
方
式
と
算
定
表
の
提
案
1
」
が
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
二
盲
万
全
0
0
三
年
四

月
一
日
号
)
に
掲
載
さ
れ
、
現
在
そ
れ
を
も
と
に
し
て
、
調
停
事
件
、
審
判
事
件
お
よ
び
人
訴
事
件
に
お
い
て
活
用
さ
れ
て
い
る
6
0

子
ど
も
の
養
育
費
に
関
し
て
は
、
従
来
は
、
「
労
研
方
式
」
ま
た
は
「
生
活
保
護
基
準
方
式
」
に
ょ
り
算
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ

る
が
、
二
0
0
三
年
の
「
養
育
費
算
定
表
」
の
導
入
に
関
し
て
は
、
賛
否
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
。

「
養
育
費
算
定
表
」
を
歓
迎
す
る
も
の
と
し
て
は
、
従
来
の
養
育
費
の
算
定
方
法
で
は
、
そ
の
計
算
方
式
が
難
し
く
、
恊
議
雜
塔

の
際
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
ま
り
な
か
っ
た
点
を
指
摘
し
、
こ
の
算
定
表
で
一
尓
さ
れ
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
周
知
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
当
事
者
の
養
育
費
の
取
決
め
の
参
考
に
な
り
、
養
育
費
の
自
主
的
な
取
決
め
の
促
進
に
繋
が
る
と
い
っ
た
点
を
評
価
し
て

概
ね
歓
迎
す
る
意
見
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
算
定
に
ょ
る
養
育
費
の
支
給
額
が
低
い
こ
と
を
指
摘
す
る

B

否
定
的
な
見
解
も
示
さ
れ
て
い
る
。

3
 
日
本
に
お
け
る
子
ど
も
の
養
育
費
の
履
行
確
保

前
述
の
と
お
り
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
比
較
的
最
近
に
、
二
つ
の
改
善
が
な
さ
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
法
務
省
民
事
局
か
ら
詳

国

細
な
解
説
が
示
さ
れ
て
い
る
。
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「
担
保
物
権
及
び
民
事
執
行
制
度
の
改
善
の
た
め
の
民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」

こ
の
改
正
に
ょ
り
、
養
育
費
等
の
履
行
確
保
の
た
め
の
強
制
執
行
の
特
例
が
盛
り
込
ま
れ
る
こ
と
と
よ
つ
こ
0

之
永
事
審
判
・
調

停
に
ょ
り
定
め
ら
れ
た
義
務
」

に
つ
ぃ
て
は
、
従
来
か
ら
も
、
強
制
執
行
は
可
能
で
あ
っ
た
が
十
分
で
な
い
と
旨
商
さ
れ
て
、
こ
0

そ
こ
で
法
制
審
議
会
に
「
担
保
.
執
行
法
制
部
△
三
が
設
置
さ
れ
、
「
担
保
・
執
テ
法
制
の
見
直
し
に
関
す
る
要
綱
案
」
ゞ
乍

れ
、
法
制
審
議
会
(
総
金

で
決
定
さ
れ
「
担
保
.
執
行
法
制
の
見
直
し
に
関
す
る
要
綱
」
と
し
て
法
務
大
臣
に
答
申
さ
れ
、
、
0
 
こ

れ
を
受
け
て
、
法
務
省
内
で
、

こ
の
要
綱
に
基
づ
い
て
、
民
法
、
民
事
執
行
法
等
の
改
正
の
立
案
乍
業
が
進
め
ら
れ
、
「
旦
保
物
権

及
び
民
事
執
行
制
度
の
改
善
の
た
め
の
民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
が
、
第
一
五
弌
回
国
会
(
常
会
)
に
是
,
、

部
修
正
を
受
け
た
が
、
ほ
ぽ
原
案
ど
お
り
に
可
決
成
立
し
、
二
0
0
三
年
＼
月
一
日
に
公
布
さ
れ
こ
0

改
正
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
、

定
期
金
債
権
に
つ
ぃ
て
の
期
限
到
来
前
の
差
し
押
さ
え
の
許
容
に
つ
い
て
万
た
な

規
定
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
れ
ま
で
は
、

請
求
が
確
定
期
限
の
到
来
に
か
か
る
場
合
に
は
、
そ
の
期
限
が
到
来
し
な
、
艮
り
、

強
制
執

行
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
(
民
事
執
行
法
三
0
条
一
項
)
。
し
か
し
な
が
ら
、
養
育
費
そ
の
也
の
夫
.
に
、
、

定
期
金
債
権
は
、
そ
の
定
期
金
の
額
が
毎
月
数
万
円
程
度
と
い
う
少
額
で
あ
る
こ
と
が
通
常
で
あ
る
こ
め
、

確
定
期
限
が
到
来
す
る

ご
と
に
反
復
し
て
強
制
執
行
の
申
立
て
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
す
れ
ぱ
、
債
権
者
の
手
続
り
負
旦
ゞ
金
額
に
不
a
心
に
、

な
る
。
し
か
も
、
養
育
費
等
は
、

そ
の
権
利
実
現
が
債
権
者
の
生
計
維
持
に
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
た
め
、

ま
と
ま
っ
た
額
に
つ
き

債
務
不
履
行
と
な
る
の
を
待
っ
て
強
制
執
行
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
も
で
き
な
、
こ
と
、
ら
、

そ
の
手
続
的
負
担
を
軽
減
す
べ
き
必

要
性
が
一
局
い
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
改
正
法
は
、
養
育
費
そ
の
他
の
扶
養
義
務
等
に
か
か
る
定
期
金
債
極
を
請
求
す
る
昜
合
の
特
U
を
設
け
、

定
期
金
債
権
の
一
部
が
不
履
行
と
な
っ
て
い
る
と
き
は
、
ま
だ
期
限
が
到
来
し
て
、
な
、
定
.
金
債
権
に
、
、
△
.

そ
の
続
的
給
、
一
か
力
る
権
に
対
る
強
制
執
行
を
開
始
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
、
一
、
、

こ
の
特
例
に
お
い
て
請
求
債
権
の
対
象
と
な
る
の
は
、

民
事
執
行
法
第
一

期
金
債
権
で
、
確
定
期
限
の
定
め
の
あ
る
も
の
に
艮
ら
れ
る
0

夫
婦
の
協
力
扶
助
義
務
(
民
法
七
五
二
条
)

婚
姻
費
用
分
担
義
務
(
民
法
七
六
0
条
)

子
の
監
護
費
用
分
担
義
務
(
民
法
七
六
六
条
等
)

扶
養
義
務
(
民
法
八
七
七
条
か
ら
八
八
0
条
ま
で
)

こ
の
特
例
に
ょ
り
強
制
施
行
を
開
始
す
る
に
は
、

各
定
期
金
債
権
の
一

部
に
不
履
行
が
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

(
民
事
執
行
法

一
五
一
条
の
二
第
一
項
)
。

差
し
ー
さ
え
の
対
象
と
な
る
財
産
と
し
て
は
、
請
求
債
権
で
あ
る
各
定
期
金
債
雀
に
、
 
U
 
.

其
か
到
来
す
る
給
料
そ
の
他
継
続
的
給
付
に
か
か
る
債
霍
に
艮
ら
れ
て
、
る
(
行
、
、
 
0

次
ι
、
差
し
押
さ
え
禁
止
債
権
の
範
囲
の
特
例
(
民
事
塾
丁
法
一
五
二
条
三
頁
)
に
、
、
ゞ
、

一
五
二
条
L
お
い
て
差
し
押
さ
え
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
部
分
を
も
対
象
と
し
て
差
し
甲
、
ゞ
 
E
 
、
.
、
、

養
義
矛
等
に
か
か
る
金
銭
債
権
を
請
求
す
る
場
合
に
は
、
給
斗
請
求
雀
等
に
つ
、
て
工
し
甲
、
ゞ
,
、

支
才
期
に
受
け
る
べ
き
給
付
の
[
四
分
の
三
」
に
相
当
す
る
部
分
か
ら
「
二
＼
の
に
g
ソ
お
、
"
、
 
0

れ
ー
、
扶
養
義
務
等
に
か
か
る
金
銭
債
権
が
定
期
金
債
権
で
あ
る
場
合
に
艮
ら
ξ
0

②

「
民
事
関
係
手
続
の
改
善
の
た
め
の
民
事
訴
訟
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
」

こ
の
法
律
に
ょ
り
扶
養
義
務
等
に
か
か
る
金
銭
債
権
に
つ
い
て
の
司
接
強
1
 
又
ゞ
,
0
 
1

保
物
権
及
び
民
事
執
行
制
度
の
改
善
の
た
め
の
民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
<
、
は
サ
ヲ
U
 
、

五
一
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
次
の
定
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が
行
わ
れ
た
が
、
金
銭
債
権
に
つ
ぃ
て
は
、
従
来
ど
お
り
間
接
強
制
が
腎
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
扶
養
料
等
に
つ
い
て

の
権
利
実
現
の
実
効
性
確
保
に
つ
ぃ
て
、
よ
り
適
切
か
つ
迅
速
化
を
図
る
た
め
、
法
務
大
臣
か
ら
法
制
審
議
会
に
対
し
て
新
た
な
諮

問
が
な
さ
れ
、
「
民
事
訴
訟
・
民
事
執
行
部
△
巴
で
審
議
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
中
間
試
案
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
等

の
手
続
を
経
て
、
二
0
0
四
年
に
要
綱
が
ま
と
め
ら
れ
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
改
正
法
が
同
年
制
定
・
公
布
さ
れ
、
二
0
0
五
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る
。

扶
養
義
務
等
に
か
か
る
金
銭
債
権
は
、
そ
の
実
現
が
債
権
者
の
生
計
の
維
持
に
不
可
欠
で
、
保
護
の
必
要
性
が
と
く
に
高
い
も
の

で
あ
る
。
こ
の
債
務
を
負
う
者
に
対
し
て
給
与
等
の
差
し
押
さ
え
等
の
直
接
強
制
の
方
法
を
と
る
と
、
勤
務
先
に
事
実
が
判
明
し
、

勤
務
の
継
続
が
困
難
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
、
辞
職
ま
た
は
失
職
し
て
し
ま
う
と
、
取
立
て
が
更
に
困
難
に
な
る
恐
れ
も
高
い
0
 
こ

れ
ら
の
債
務
に
関
し
て
は
、
間
接
強
制
に
ょ
り
債
務
者
の
自
発
的
な
履
行
を
促
す
効
果
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
全
て
の
金

銭
債
権
に
間
接
強
制
を
認
め
る
と
、
資
力
の
な
い
者
に
対
し
て
支
払
う
べ
き
債
務
の
金
額
が
増
加
す
る
こ
と
や
、
悪
質
な
貸
金
業
者

等
に
ょ
る
制
度
濫
用
の
恐
れ
等
が
懸
念
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
扶
養
義
務
等
に
か
か
る
金
銭
債
権
に
限
定
し
、
支
払
能
力
の
要
牛

や
、
間
接
強
制
金
に
つ
い
て
の
考
慮
事
情
等
を
定
め
た
上
で
、
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ま
ず
、
扶
養
義
務
等
に
か
か
る
金
銭
債
権
に
つ
い
て
の
間
接
強
制
に
お
い
て
は
、
債
務
者
が
、
支
払
能
力
を
欠
く
た
め
に
そ
の
金

銭
債
権
に
か
か
る
債
務
を
弁
済
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
ま
た
は
、
そ
の
債
務
を
弁
済
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
そ
の
生
活
が
著
し

く
窮
迫
す
る
と
き
は
、
間
接
強
制
が
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
(
民
事
執
行
法
一
六
七
条
の
一
五
第
一
項
た
だ
し
書
)
。
次
に
、
執

行
裁
判
所
は
、
債
務
者
が
債
権
者
に
支
払
う
べ
き
問
接
強
制
金
の
額
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
、
適
正
な
間
接
強
制
金
の
額
が
定
め
ら

れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
債
務
不
履
行
に
ょ
り
債
権
者
が
受
け
る
べ
き
不
利
益
な
ら
び
に
債
務
者
の
資
力
お
よ
び
従
前
の
債
務
の

履
行
の
態
様
を
、
と
く
に
考
慮
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
(
民
事
執
行
法
一
六
七
条
の
一
五
第
二
項
)
。
更
に
、
事
情

更
に
つ
ぃ
て
も
配
.
し
、
従
前
の
問
接
強
制
制
度
で
は
、
事
情
変
更
が
あ
っ
た
場
台
に
は
問
接
強
制
の
決
定
を
変
更
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
さ
れ
て
お
り
(
民
事
執
行
法
一
七
こ
条
二
項
、
一
七
三
条
一
一
唄
後
段
)
、
扶
養
義
務
に
か
か
る
金
銭
債
権
に
つ
い
て
の
問
接

強
制
に
お
い
て
も
同
様
と
す
る
と
し
て
い
る
が
(
民
事
執
行
法
一
六
七
条
の
一
五
第
六
項
、
一
七
二
条
二
項
)
、
こ
こ
で
い
う
決
定
の
変

更
に
は
、
間
接
強
制
金
を
減
額
す
る
こ
と
は
含
ま
れ
る
が
、
間
接
強
制
の
決
定
自
体
を
取
り
消
す
こ
と
は
含
ま
れ
な
い
と
解
さ
れ
て

い
る
。

直
接
強
制
に
つ
ぃ
て
は
、
扶
養
料
等
に
関
す
る
定
期
金
支
払
債
務
の
不
履
行
が
あ
る
場
合
に
、
将
来
の
債
権
に
つ
い
て
も
そ
の
執

行
か
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
間
接
強
制
に
つ
ぃ
て
も
、
将
来
確
定
期
限
が
到
来
す
る
定
期
金
債
権
に
つ
い
て
、
そ
の
寉
定
期
艮

か
到
来
す
る
前
に
間
接
強
制
を
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
六
か
月
以
内
に
確
定
期
限
が
到
来
す
る
も
の
に
艮
定
さ
れ
る
ゞ
、
一

括
し
て
問
接
強
制
か
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
(
民
事
執
行
法
一
六
七
条
の
一

諸
外
国
の
状
況

1日
本
に
お
け
る
子
ど
も
の
養
育
費
支
払
は
大
き
な
問
題
を
抱
え
て
お
り
、
抜
本
的
な
改
善
が
求
め
ら
れ
て
い
る
0
 
本
高
で
は
、
主

と
し
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
導
入
さ
れ
て
い
る
、
養
育
費
の
額
の
算
定
お
よ
び
履
行
確
保
の
制
度
を
取
り
上
げ
る
が
、
そ
れ
以
外
の

国
の
制
度
に
つ
ぃ
て
も
、
そ
の
概
要
を
紹
介
し
、
比
較
の
際
の
参
考
に
供
し
た
い
0

諸
外
国
の
立
法
例
を
見
て
ぃ
く
と
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
タ
イ
プ
に
分
類
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
明
さ
れ
て
、
る
0

離
婚
後
の
子
ど
も
の
養
育
の
問
題
を
基
本
的
に
は
社
会
保
障
給
付
の
枠
内
で
把
握
し
手
当
を
支
給
し
た
上
で
、
監
護
親
が
非
監
護
曵

に
対
し
て
有
す
る
養
育
費
支
払
請
求
権
を
手
当
の
支
給
主
体
で
あ
る
行
政
庁
護
り
受
け
、
行
政
庁
が
事
爰
的
に
非
監
護
親
か
ら
手

当
支
給
に
要
し
た
費
用
の
一
部
ま
た
は
全
部
を
回
収
す
る
と
い
う
制
度
を
採
用
し
て
い
る
国
が
存
在
す
る
0
 
ま
た
、
子
ど
も
の
養
育

一
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
け
る
子
ど
も
の
養
育
費
の
履
行
確
保
制
度

六
一
。
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富

に
関
し
て
は
原
則
と
し
て
親
族
扶
養
と
し
て
把
握
し
た
上
で
父
母
の
取
り
決
め
た
養
育
費
の
額
が
法
で
定
め
た
工
疋
基
準
に
満
た
な

い
と
き
、
ま
た
は
、
そ
れ
が
適
切
に
履
行
さ
れ
て
い
な
い
と
き
に
、
行
政
庁
が
そ
の
基
準
額
ま
で
の
手
当
を
先
に
監
護
親
側
に
支
給

し
、
当
事
者
間
で
取
り
決
め
た
養
育
費
の
限
度
で
、
事
後
的
に
行
政
庁
が
非
監
護
親
か
ら
償
還
を
受
け
る
と
い
う
制
度
を
採
用
し
て

い
る
国
が
存
在
す
る
。
後
者
は
更
に
、
養
育
費
の
額
の
取
決
め
を
父
母
が
自
由
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
国
と
、
養
育
費
の
額
に
関
し

て
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
雜
婚
後
の
子
ど
も
の
監
護
親
側
の
生
活
上
の
需
要
と
非
監
護
親
側
の
所
得
状
況
に
ょ
っ

て
客
観
的
に
決
定
さ
れ
て
い
る
国
の
二
つ
に
細
分
化
で
き
る
。

国

子
ど
も
の
養
育
費
の
問
題
を
社
会
保
障
給
付
の
枠
内
で
把
握
す
る
国
と
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
制
度
か
紹
介
さ
れ
て
ぃ
る
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
世
界
で
最
も
離
婚
率
の
高
い
国
で
あ
り
、
必
然
的
に
離
婚
に
ょ
り
影
響
を
受
け
る
子
ど
も
の
数
も
多
い
。
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
で
は
籬
婚
後
も
父
母
と
も
に
子
に
対
す
る
扶
養
義
務
を
負
っ
て
い
る
が
、
そ
の
義
務
が
適
切
に
履
行
さ
れ
て
い
な
い
場

合
も
多
い
の
で
、
強
力
な
養
育
費
の
履
行
確
保
制
度
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
憲
法
の
規
定
す
る
範
囲
に
つ

い
て
の
み
連
邦
が
管
轄
権
を
有
す
る
と
さ
れ
て
お
り
、
離
婚
や
扶
養
な
ど
の
家
族
法
の
領
域
は
原
則
と
し
て
各
州
の
権
限
に
属
す
る

幼

の
で
、
扶
養
義
務
の
履
行
確
保
に
つ
い
て
も
各
州
が
独
自
に
規
定
し
て
い
る
。
各
州
の
状
況
に
つ
ぃ
て
詳
細
に
言
及
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
が
、
全
体
と
し
て
捉
え
る
と
、
こ
の
問
題
は
一
人
親
世
帯
の
た
め
の
公
的
扶
助
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
創
設
し
た
一
九
二
五
年
の
連

邦
社
会
保
障
法
の
制
定
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。
こ
れ
は
一
九
六
二
年
に
改
正
さ
れ
、
離
婚
後
の
生
活
に
困
窮
す
る
母
子
世
帯
に
対
し
て
、

"

公
的
な
経
済
援
助
で
あ
る
児
童
扶
養
世
帯
扶
助
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
制
度
の
導
入
後
は
非
監
護
親
か
ら
の
子
ど
も

の
養
育
費
の
支
払
が
な
さ
れ
な
い
場
合
で
も
、
児
童
扶
養
世
帯
扶
助
が
受
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
特
に
妻
側
か
離
婚
に
踏
み
切
る
際

の
一
つ
の
要
因
と
な
り
籬
婚
件
数
が
増
加
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
扶
助
の
受
給
者
の
増
加
に
ょ
り
財
政
支
出
が
膨
ら
み
、
離
婚
後

の
子
の
扶
養
を
無
責
任
な
父
親
に
代
わ
っ
て
納
税
者
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
批
判
か
高
ま
っ
た
。
こ
の
批
判
に
応
え
る
形

で
、
一
七
五
年
こ
児
童
扶
養
強
制
ロ
グ
ラ
ム
が
入
さ
れ
、
そ
の
後
の
社
会
福
祉
改
革
の
中
で
、
一
九
九
六
年
社
会
保
障
法
が

制
定
さ
れ
、
そ
の
中
に
「
児
童
扶
養
と
父
子
関
係
の
確
定
」
と
し
て
現
行
の
養
育
賓
強
制
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
規
定
さ
九
た
こ
れ
に
ょ

り
連
邦
政
府
の
社
会
保
障
給
付
と
州
政
府
の
子
ど
も
の
養
育
費
の
支
払
が
結
ぴ
つ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
従
来
の
児
童
扶
養
世
帯

扶
助
の
制
度
は
廃
止
さ
れ
た
。
こ
の
養
育
費
強
制
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
非
監
護
親
の
居
所
の
捜
索
、
法
的
父
子
関
係
の
確
定
養
育
費

支
払
命
令
の
確
定
お
よ
び
養
育
費
の
徴
収
か
ら
構
成
さ
れ
、
司
法
に
代
わ
っ
て
連
邦
政
府
の
監
督
の
下
で
、
州
の
責
壬
で
管
里
運
営

{

さ
れ
て
い
る
。
養
育
費
の
徴
収
に
関
し
て
は
、
給
与
天
引
き
の
手
段
が
採
用
さ
れ
て
お
り
、
従
来
は
養
育
費
の
滞
納
要
牛
が
規
定
さ

れ
て
い
た
が
、
一
九
八
八
年
の
改
正
で
滞
納
の
要
件
が
外
さ
れ
、
全
て
の
養
育
費
の
支
払
方
法
と
し
て
給
与
天
引
き
制
度
が
採
用
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
給
与
天
引
き
の
手
続
と
し
て
は
、
監
護
親
か
ら
州
に
対
し
て
養
育
費
請
求
権
の
譲
渡
を
す
る
こ
と
が
必
要
と

さ
れ
る
が
、
通
常
の
司
法
シ
ス
テ
ム
よ
り
簡
略
な
「
行
政
シ
ス
テ
ム
」
ま
た
は
「
準
司
法
シ
ス
テ
ム
」
と
よ
ぱ
れ
る
方
法
が
用
意
さ

血

れ
て
い
る
。

子
ど
も
の
養
育
を
親
族
扶
養
す
る
考
え
方
を
採
用
し
養
育
費
の
額
の
取
決
め
を
父
母
が
自
由
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
国
と
し
て
は
、

'
Ⅱ

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
周
知
の
と
お
り
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
社
会
保
障
制
度
が
非
常
に
充
実
し
て
お
り
、
人
親
世
帯

を
対
象
と
す
る
先
払
養
育
費
制
度
が
創
設
さ
れ
て
い
る
。
雜
婚
の
際
に
父
母
の
協
議
で
養
育
費
の
取
決
め
を
し
、
そ
の
額
が
一
定
の

水
準
を
下
回
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
非
監
護
親
の
支
払
う
養
育
費
に
加
え
て
不
足
分
が
社
会
保
険
事
務
所
か
ら
監
護
親
側
に
支
払
わ

れ
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
取
決
め
額
が
一
定
の
水
準
を
超
え
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
非
監
護
親
か
ら
子
ど
も
の
養
育
費
の
支

払
か
な
い
と
き
に
は
、
監
護
親
側
は
一
{
疋
の
水
準
の
金
額
を
社
会
保
険
事
務
所
か
ら
受
け
取
り
、
父
母
の
取
り
決
め
た
養
育
費
の
限

度
で
国
が
非
監
護
親
か
ら
償
還
手
続
を
と
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
制
度
は
、
子
ど
も
の
養
育
費
の
取
決
め
額
に
か
か
わ
ら
ず
、
票
準

的
な
生
活
水
準
を
維
持
で
き
る
だ
け
の
一
{
疋
水
準
の
収
入
が
確
保
で
き
る
と
い
う
点
で
は
、
優
れ
て
い
る
と
い
ぇ
る
0
 
し
か
し
な
が

ら
、
標
準
的
な
生
活
に
必
要
と
さ
れ
る
一
定
水
準
の
先
払
養
育
費
の
額
が
高
い
こ
と
か
ら
、
場
合
に
ょ
っ
て
は
、
父
母
の
窃
議
で
あ

え
て
養
育
費
の
額
を
低
め
に
取
り
決
め
て
、
差
額
に
つ
い
て
は
国
か
ら
の
支
給
に
依
存
す
る
と
い
う
結
果
を
生
じ
さ
せ
る
と
の
北
判
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が
な
さ
れ
て
い
る
。

離
婚
後
の
子
ど
も
の
監
護
親
側
の
生
活
上
の
需
要
と
非
監
護
親
側
の
所
得
状
況
に
ょ
っ
て
客
観
的
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
定
め
て
子

ど
も
の
養
育
費
の
額
を
決
定
す
る
国
と
し
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
制
度
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
一
九
九
一
年
炉
童
扶

養
法
の
制
定
に
ょ
り
、
子
ど
も
の
養
育
費
の
履
行
確
保
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
子
ど
も
の
養
育
費
の
取
、
ー
め
が
自

由
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
額
も
低
額
で
あ
り
、
裁
判
所
が
関
与
す
る
場
合
で
も
、
子
ど
も
の
養
育
費
じ
つ
ぃ
て
ι
一
貫
性

が
な
い
と
い
っ
た
批
判
が
存
在
し
た
。
ま
た
、
子
ど
も
の
養
育
費
を
定
期
的
に
受
け
取
っ
て
ぃ
な
い
者
が
多
く
、
生
活
永
護
1
束
っ

て
い
る
場
合
が
多
い
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
の
制
度
の
非
牝
H
率
性
孑
確
実
性
一
岳
貝
十
の
欠
力
を
ネ
う

と
の
趣
旨
で
、
養
育
費
の
定
期
的
、
か
つ
期
限
ど
お
り
の
支
払
や
迅
速
な
支
払
を
確
実
に
す
る
ヨ
率
的
か
つ
効
早
仔
な
サ
ー
ビ
ス

提
供
の
実
現
を
目
指
す
法
整
備
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
先
立
っ
て
、
一
九
ノ
九
年
児
童
法
の
成
立
1
よ
り
、
子
を
養

育
す
る
主
た
る
責
任
が
親
に
あ
り
、
親
と
し
て
の
地
位
は
こ
の
責
任
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
す
る
※
責
任
(
で
武
舎
邑

昂
超
0
易
昼
旦
の
概
念
が
導
入
さ
れ
、
親
の
責
任
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
ょ
り
、
家
族
内
の
私
的
責
任
の
サ
イ
か
図
ら
れ
六
。
こ

れ
に
ょ
り
、
非
監
護
親
も
そ
の
責
任
か
ら
逃
れ
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
く
、
非
監
護
親
を
追
跡
す
る
シ
ス
テ
ム
を
す
イ
し
、
養
育
費
の

効
率
的
な
取
立
て
を
な
す
こ
と
で
、
社
会
保
障
給
付
の
一
つ
で
あ
る
生
活
保
護
の
た
め
の
支
出
を
削
減
す
る
亥
果
も
期
不
さ
れ
て
ぃ

7
)

た
点
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
,
。
従
来
は
、
子
の
養
育
費
の
額
の
決
定
支
払
の
請
求
お
よ
び
そ
の
履
下
の
鳥
題
1
、
裁
判
一
P
の

管
轄
に
禾
女
ね
ら
れ
て
い
た
が
、
児
童
扶
養
法
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
に
ょ
り
、
児
童
扶
養
機
関
(
9
濫
仂
点
0
ニ
ン
兇
三
)
が
こ
れ

ら
の
問
題
の
責
任
を
負
う
こ
と
と
な
り
、
不
在
親
の
追
跡
、
親
の
財
産
の
調
査
養
育
費
算
定
式
を
使
っ
て
の
額
の
決
定
支
キ
し

強
制
お
よ
び
回
収
の
権
限
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
子
ど
も
の
監
護
親
か
扶
養
責
任
を
有
す
る
1
血
護
棄
1
対
し
て
 
1
食

扶
養
法
に
従
っ
て
、
養
育
費
の
算
定
か
ら
徴
収
ま
で
の
手
続
の
申
請
を
行
う
こ
と
に
な
る
が
、
原
則
と
し
て
、
こ
れ
は
任
意
の
も
の

と
さ
れ
て
、
る
0
 
し
か
し
な
ミ
ら
、
監
護
親
側
が
一
定
の
社
会
保
障
給
付
を
受
け
て
、
る
場
合
に
は
、
こ
の
申
請
が
義
務
付
け
ら
オ

句4

て
お
り
、
そ
の
申
請
に
ょ
り
旧
釜
扶
養
機
関
に
養
育
費
回
収
の
権
限
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
そ
の
後
、
一
九
九
五
年
児
童
扶

養
法
で
幾
っ
か
の
修
正
が
な
さ
れ
た
が
、
扶
養
料
徴
収
サ
ー
ビ
ス
を
通
じ
て
養
育
費
を
支
払
う
べ
き
非
監
護
見
の
三
分
の
一
ゞ
そ
の

支
払
を
し
て
お
ら
ず
、
所
得
補
助
を
受
給
し
て
い
る
監
護
親
の
三
分
の
二
以
上
が
、
屯
童
扶
養
制
度
の
U
用
を
避
け
て
、
る
状
況
に

対
し
て
更
な
る
批
判
か
な
さ
れ
、
「
二
0
0
0
年
児
童
扶
養
年
金
お
よ
び
社
会
呆
障
法
」
が
成
立
す
る
こ
と
と
よ
つ
こ
0
 
こ
法

律
に
ょ
り
、
養
育
費
算
定
式
に
改
善
が
な
さ
れ
、
養
育
費
の
徴
収
に
お
け
る
強
制
力
が
高
め
ら
れ
、
乍
監
護
親
が
養
育
費
を
支
厶
わ

な
い
場
合
の
制
裁
措
置
が
強
化
さ
れ
た
。
こ
の
二
0
0
0
年
法
に
関
し
て
は
、
制
度
の
運
営
上
の
占
遉
等
に
対
す
る
比
刈
ゞ
高
ま
り
、

児
童
貧
困
問
題
ヘ
の
取
組
み
の
支
援
親
責
任
履
行
の
促
進
費
用
対
効
果
の
高
い
専
門
的
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
お
よ
び
、
単
純
、

つ
高
い
透
明
性
の
確
保
と
い
っ
た
四
つ
の
原
理
に
基
づ
い
た
法
改
正
が
進
め
ら
れ
、
尋
丁
法
で
あ
る
「
二
0
0
＼
年
養
育
費
お
よ
び

そ
の
他
の
支
払
に
関
す
る
法
律
」
が
制
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
従
来
の
児
童
扶
養
機
関
に
弌
わ
っ
て
斤
こ
に
「
養
育
費
.
強
U

委
員
会
(
↓
牙
9
一
瓦
冨
曾
昇
曾
曾
兄
劣
島
忌
又
曾
旦
n
0
ヨ
ヨ
誘
一
0
=
)
」
が
設
立
さ
れ
、
親
の
経
済
的
責
任
履
丁
の
足
進
養
育
費

に
関
す
る
選
択
可
能
な
複
数
の
情
報
や
支
援
の
提
供
お
よ
び
、
効
果
的
な
強
制
を
伴
う
法
的
な
養
育
費
サ
ー
ビ
ス
の
是
供
と
、
、

Ξ
つ
の
主
要
な
機
能
を
担
う
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
社
会
保
障
給
付
と
新
児
童
扶
養
制
度
と
の
関
係
で
は
、
児
童
扶
養
U
度
申
請

に
関
す
る
強
制
制
度
が
廃
止
さ
れ
、
養
育
費
算
定
表
に
関
し
て
も
当
事
者
間
で
の
壬
意
の
取
決
め
の
選
尺
を
認
め
る
こ
と
と
よ
?
.
0

2
 
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
児
童
扶
養
法

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
、
連
邦
法
と
し
て
の
児
童
扶
養
法
(
↓
昂
:
 
n
豆
住
仂
点
0
ニ
ン
R
)
が
、
九
＼
＼
年
お
よ
び
一
九
＼
九
年

の
二
回
に
分
け
て
制
定
さ
れ
、
「
児
童
扶
養
に
関
す
る
制
度
(
9
置
仂
后
又
二
m
合
Φ
ヨ
巴
」
が
確
立
さ
れ
た
0
 
こ
の
よ
う
よ
改
革
の

契
機
は
労
働
党
の
掲
げ
た
「
一
九
九
0
年
ま
で
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
貧
困
児
童
を
な
く
す
」
と
、
う
公
御
で
あ
っ
こ
0

そ
の
背
景

と
し
て
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
け
る
一
人
親
家
庭
(
そ
の
多
く
は
母
子
家
庭
)
の
急
激
な
曽
n
と
そ
の
貧
困
ヒ
児
象
と
と
も
に
、

一
九
八
0
年
代
の
社
会
保
障
支
出
の
削
減
政
策
の
存
在
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
伴
決
す
る
手
段
と
し
て
、
「
屯
童
扶
養
に

子どもの養育蜜の履行確保にっいて^オーストラリアの制度を参考に^ 川富之)
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す
る
制
度
」
の
確
立
が
図
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
児
童
扶
養
法
の
改
革
が
な
さ
れ
る
ま
で
は
、
離
婚
を
契
機
と
し
て
、
母
子
家
庭
の

生
活
水
準
が
相
当
程
度
の
水
準
ま
で
低
下
し
て
お
り
、
約
半
数
の
母
子
家
庭
が
貧
困
所
得
線
以
下
の
困
窮
生
活
を
送
っ
て
い
た
と
す

る
研
究
成
果
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
け
る
、
母
子
家
庭
の
こ
の
よ
う
な
貧
困
化
現
象
は
、
日
本
と
同
様
に
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
け
る
労
働
力
市
場
の
構
造
と
、
雜
婚
後
の
養
育
費
支
払
に
関
す
る
法
制
度
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

労
働
力
市
場
の
状
況
と
し
て
は
、
ま
ず
、
母
子
家
庭
の
母
親
の
就
労
率
が
低
水
準
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
そ
の
雇
用
形
祭
不
安
定

展
用
を
中
、
心
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
母
子
家
庭
の
状
況
の
中
で
、
雜
婚
後
の
子
ど
も
の
生

活
費
保
障
の
問
題
は
、
非
監
護
親
(
多
く
の
場
合
は
父
親
)
か
ら
の
養
育
費
と
社
会
保
障
給
付
が
重
要
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

籬
婚
後
の
非
監
護
親
に
ょ
る
養
育
費
支
払
の
{
蠢
は
、
必
ず
し
も
十
分
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
養
育
費
の

算
定
と
そ
の
履
行
確
保
の
問
題
が
あ
っ
た
。

養
育
費
の
算
定
に
関
す
る
問
題
点
と
し
て
は
、
従
来
の
制
度
で
は
、
そ
の
額
が
低
額
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
状
況
の
変
化
に
応
じ
て

増
額
を
行
う
た
め
に
は
、
裁
判
所
に
養
育
費
増
額
の
申
立
て
を
行
う
必
要
性
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
ぃ
る
。

一
九
七
五
年
家
族
法
(
↓
語
司
旦
昌
ゞ
乏
ン
δ
二
ゆ
酬
)
の
も
と
で
は
、
養
育
費
の
算
定
は
裁
判
官
の
裁
量
に
ょ
り
個
別
に
行
わ
れ

て
お
り
、
決
定
額
は
一
般
に
低
水
準
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
結
果
に
な
る
主
た
る
要
因
は
、
養
育
費
算
定
の
際

の
社
会
保
障
給
付
と
私
的
扶
養
義
務
と
の
関
係
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
九
四
七
年
社
会
保
障

法
(
↓
語
仂
又
一
巴
m
又
兵
弓
ン
n
二
異
)
で
は
、
母
子
家
庭
の
社
会
保
障
給
付
の
支
給
に
関
し
て
は
、
原
則
と
し
て
私
的
扶
養
が
優
先

す
る
こ
と
が
、
明
文
で
規
定
さ
れ
て
い
る
(
一
九
四
七
年
社
会
保
障
法
六
二
条
Ξ
項
八
三
条
A
A
D
)
。
社
会
保
障
給
付
の
受
給
権
者

で
あ
る
母
親
が
子
ど
も
の
扶
養
義
務
を
負
う
父
親
に
対
し
て
、
社
会
保
障
省
長
官
が
合
理
的
と
認
め
る
よ
う
な
扶
養
料
の
請
求
を
し

て
い
な
い
場
合
に
は
、
社
会
保
障
給
付
の
支
給
を
行
わ
な
い
と
、
法
律
上
定
め
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
七
五
年
家
族
法
で

は
、
当
事
が
得
る
社
工
障
給
、
の
受
給
権
を
扶
養
料
算
定
の
際
の
考
慮
事
項
の
一
っ
に
挙
げ
て
い
る
(
一
九
七
五
年
家
族
法

七
五
久
木
こ
項
f
号
)
。
こ
の
よ
う
に
、
社
会
保
障
法
に
お
け
る
私
的
扶
養
優
先
の
原
則
と
、
家
族
法
の
規
{
疋
と
の
問
に
矛
盾
が
主
じ
て

し
 
1そ

こ
で
、
社
会
保
障
法
は
、
一
九
四
七
年
社
会
保
障
法
の
解
釈
を
変
更
し
、
「
扶
養
料
算
定
の
場
面
に
お
、
て
、
一
九
七
五
年
家

族
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
父
親
ヘ
の
扶
養
料
請
求
を
社
会
保
障
給
付
の
受
給
要
件
と
し
な
い
こ
と
と
す
る
」
テ
政
¥
釈
基
準

を
示
し
た
。
そ
こ
で
、
家
庭
裁
判
所
に
お
け
る
子
ど
も
の
養
育
費
に
関
す
る
判
断
で
も
、
離
昏
後
の
母
子
家
庭
に
対
し
て
支
洽
さ
れ

る
社
会
保
障
給
付
を
子
ど
も
の
養
育
費
の
額
の
算
定
に
あ
た
っ
て
勘
案
す
る
判
断
が
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
の
後
、
裁

判
実
務
で
は
、
子
ど
も
の
養
育
費
に
関
す
る
命
令
の
発
給
に
際
し
、
夫
婦
間
で
養
育
費
を
低
額
で
合
意
し
、
を
婚
後
に
妻
の
側
で

「
フ
ル
.
ペ
ン
シ
ョ
ン
」
を
得
ら
れ
る
よ
う
な
事
例
が
一
般
化
し
た
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
に
対
し
て
は
、
比
判
も
あ
っ
た
ゞ
、
士
会

保
障
給
付
が
生
別
母
子
家
庭
の
主
た
る
生
活
資
源
で
あ
る
と
の
認
染
一
般
に
広
ま
り
、
「
児
童
扶
養
に
閧
す
る
町
度
」
ゞ
寉
立
さ

れ
る
ま
で
、
ほ
ぼ
定
着
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
問
題
は
、
仮
に
子
ど
も
の
養
育
費
に
つ
ぃ
て
取
決
め
が
な
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
屡
丁
寉
保
が
必
ず
し
も
容

易
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
一
九
七
五
年
家
族
法
で
は
、
両
親
に
対
し
て
未
成
熟
子
が
一
八
歳
に
な
る
ま
で
は
扶
養
義
努
を
課

し
て
い
る
(
九
七
五
年
家
族
法
七
三
条
)
。
こ
の
扶
養
義
務
は
、
離
婚
後
で
あ
っ
て
も
両
親
は
そ
れ
ぞ
れ
の
資
力
に
応
じ
て
負
う
も

の
と
さ
れ
て
ぃ
る
。
し
た
が
っ
て
、
子
ど
も
の
監
護
親
に
指
定
さ
れ
た
一
方
配
偶
者
は
、
非
監
護
親
に
対
し
て
法
り
雀
"
と
し
て
子

ど
も
の
養
育
費
の
分
担
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
扶
養
義
務
は
、
裁
刈
万
命
令
で
あ
る
扶
養
命
A
叉
ヨ
・
一

0
区
円
)
ま
た
は
、
当
事
者
問
の
△
昼
息
に
対
し
て
法
的
効
力
を
付
与
す
る
制
度
で
あ
る
扶
養
窃
{
疋
(
昌
三
含
習
9
 
品
昂
ゆ
昆
ヨ
)
の

い
ず
れ
か
の
手
続
に
ょ
り
確
定
し
、
法
的
効
力
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
九
七
五
年
家
矣
法
の
規
定
に
あ
る

「
資
力
に
応
じ
て
」
と
い
う
扶
養
義
務
の
規
定
が
「
資
力
が
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
理
由
と
す
る
養
育
費
の
支
厶
巨
否
の
艮
拠
と
さ

れ
、
子
ど
も
の
養
育
費
の
支
払
の
確
保
は
十
分
で
は
な
か
っ
た
。
更
に
、
子
ど
も
の
養
育
費
の
履
子
確
保
の
た
め
の
適
刀
な
法
夕
手

子どもの養育費の履行硴保にっいて^オーストラリアの制度を参考に^ (小川 之)
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段
が
整
備
さ
れ
て
お
ら
ず
、
罰
則
規
定
も
不
十
分
で
あ
っ
た
た
め
、
養
育
費
の
支
払
か
な
さ
れ
な
い
こ
と
が
多
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
雜
婚
後
の
子
ど
も
の
養
育
費
の
支
払
が
、
非
監
護
親
の
法
的
義
務
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に

は
義
務
者
の
自
発
的
行
為
に
近
い
よ
う
な
状
況
と
な
っ
て
い
た
。
「
児
童
扶
養
に
関
す
る
制
度
」
が
確
立
さ
れ
る
一
九
八
八
年
に

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
家
族
問
題
研
究
所
(
↓
冨
ン
易
旦
曾
一
=
豊
旦
ゆ
0
{
司
貫
碁
仂
亘
Φ
仂
)
が
実
施
し
た
調
査
に
ょ
る
と
、
非
監
護
親

か
ら
被
扶
養
児
童
ヘ
の
養
育
費
の
支
払
が
定
期
的
に
履
行
さ
れ
て
い
た
の
は
、
わ
ず
か
三
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
し
か
過
ぎ
な
か
っ
た
と

報
告
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
養
育
費
の
額
の
算
定
と
物
価
上
昇
等
の
事
情
変
更
に
対
し
て
ス
ラ
イ
ド
し
て
養
育
費
の

額
を
変
更
す
る
た
め
の
法
律
と
し
て
、
「
一
九
八
九
年
児
童
扶
養
(
養
育
費
額
算
定
)
法
(
↓
哥
δ
豆
ル
m
后
又
二
(
ン
仂
%
誘
ヨ
曾
辻
ン
含

一
途
)
」
が
制
定
さ
れ
、
子
ど
も
の
養
育
費
の
履
行
確
保
の
た
め
の
法
律
と
し
て
、
「
一
九
八
八
年
児
童
扶
養
(
登
録
お
よ
び
徴
収
)

法
(
↓
牙
n
巨
区
m
后
又
二
牙
Φ
四
仂
旦
冨
男
ル
9
一
一
Φ
合
0
巳
)
δ
二
心
器
)
」
か
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
二
つ
の
法
律
に
ょ
り
確
立
さ
れ
た

「
児
童
扶
養
に
関
す
る
制
度
」
は
、
私
的
扶
養
と
し
て
の
、
非
監
護
親
の
扶
養
義
務
と
、
公
的
扶
助
と
し
て
の
母
子
家
庭
の
社
会
保

障
給
付
と
を
調
整
す
る
機
能
を
持
っ
制
度
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
ぃ
て
検
討
す
る
前
に
、
ま
ず
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
の
隣
婚
手
続
に
つ
い
て
概
説
す
る
。

3
 
離
婚
手
続
の
際
の
子
ど
も
の
養
育
費
の
審
理

オ
】
ス
ト
ラ
リ
ア
の
法
制
度

(

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
連
邦
制
を
と
っ
て
お
り
、
ク
ィ
ー
ン
ズ
ラ
ン
ド
州
、
ニ
ユ
ー
サ
ウ
ス
.
ウ
エ
ー
ル
ズ
州
、
ビ
ク
ト
リ
ア
州
、

サ
ウ
ス
.
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
州
、
タ
ス
マ
ニ
ア
州
お
よ
び
ウ
エ
ス
タ
ン
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
州
の
六
つ
の
州
と
、
首
都
キ
ャ
ン
ベ
ラ

の
あ
る
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
テ
リ
ト
リ
ー
お
よ
び
ノ
ー
ザ
ン
・
テ
リ
ト
リ
ー
と
い
う
二
つ
の
準
州
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
連
邦
政
府
の

仏
、
そ
れ
ぞ
れ
州
に
は
州
政
府
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
九
司
法
・
立
法
お
よ
び
行
政
権
を
有
し
て
い
る

連
邦
お
よ
ぴ
州
の
立
法
権
限
に
関
し
て
は
、
憲
法
に
ょ
り
規
{
疋
さ
れ
て
お
り
、
連
邦
が
専
属
的
に
権
限
キ
」
有
す
る
も
の
と
州
も
競

合
的
に
権
限
を
持
っ
も
の
と
に
分
け
ら
れ
る
。
家
族
に
関
し
て
は
憲
法
第
五
一
条
第
二
盲
ぢ
で
「
婚
姻
」
に
つ
い
て
、
第
二
二
号
で

「
跳
婚
離
婚
訴
訟
、
そ
れ
ら
に
関
連
す
る
未
成
年
者
の
親
権
監
護
権
お
よ
び
後
見
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
連
邦
が
立
法
権
艮

を
有
す
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
連
邦
の
競
合
的
立
法
権
限
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
0

し
た
が
っ
て
、
か
つ
て
は
各
州
で
異
な
る
家
族
法
が
制
定
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ぱ
、
離
婚
原
因
に
つ
い
て
も
区
々
で
あ
り
、

州
に

よ
っ
て
異
な
る
判
断
が
下
さ
れ
る
可
能
性
が
存
在
し
た
。
そ
こ
で
、
一
九
五
九
年
に
最
初
の
連
邦
統
一
離
婚
法
(
↓
哥
冨
N
ヨ
ヨ
0
ヨ
巴

9
玩
朋
ン
R
一
途
)
が
制
定
さ
れ
、
そ
の
後
当
時
で
は
世
界
で
最
も
徹
底
し
た
破
綻
主
義
を
採
用
す
る
連
邦
家
族
法
が
一
九
七
五

年
に
制
定
さ
れ
た
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
連
邦
法
と
し
て
は
、
婚
姻
に
関
し
て
は
「
一
九
六
一
年
婚
姻
法
(
↓
語
ミ
磯
昌
品
》
R

]
途
)
」
、
雜
婚
等
に
関
し
て
は
「
一
九
七
五
年
家
族
法
」
が
そ
れ
ぞ
れ
家
族
に
関
す
る
現
行
法
と
な
っ
て
い
る
0

し
か
し
な
が
ら
、
州
法
で
も
家
族
問
題
に
つ
ぃ
て
の
規
定
が
な
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
の
で
、
憲
法
で
は
、
連
邦
法
に
唖
虫
す
る
州

7
)

法
の
規
定
の
効
力
が
否
定
さ
れ
て
い
る
。

②
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
雜
婚
制
度

一
九
七
五
年
に
制
定
さ
れ
た
家
族
法
で
は
徹
底
し
た
破
綻
主
義
が
採
用
さ
れ
た
。
回
復
の
見
込
み
の
な
い
婚
姻
破
条
唯
一
の
雜

婚
原
因
と
し
て
採
用
さ
れ
、
そ
の
破
無
定
を
、
三
一
か
月
問
の
別
居
と
い
う
客
観
的
事
実
に
ょ
り
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
伴
っ
て
、

ノ
、
、
、

蹴
婚
慰
謝
料
の
概
念
も
明
確
に
否
定
さ
れ
、
裁
判
上
、
婚
姻
破
綻
の
責
任
を
追
及
す
る
必
要
性
が
な
く
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
家

庭
裁
判
所
の
役
割
は
、
財
産
分
与
の
問
題
と
、
子
ど
も
の
養
育
問
題
の
処
理
に
集
中
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
0

C
}
)
未
成
年
の
子
を
持
つ
夫
婦
の
雜
婚

別
居
の
時
点
で
、
夫
婦
と
同
居
す
る
一
八
歳
未
満
の
子
が
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
子
の
彫
護
福
祉
お
よ
び
生
育
に
関
し
て
、
夫

婦
間
で
適
切
な
取
決
め
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
裁
判
所
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
裁
判
二
1
i
は
、
こ
れ
を
受

子どもの養育費の履行確保について^オーストラリアの制度を参考に^ 之)(小川



富

け
て
、
そ
の
取
決
め
の
効
力
の
発
生
を
盲
舌
す
る
こ
と
と
な
る
。
裁
判
所
に
ょ
る
、
こ
の
効
力
発
生
の
宣
告
は
、
離
婚
オ
ー
ダ
ー

00

合
一
ぐ
又
兄
9
烏
)
の
効
力
発
生
の
前
提
条
件
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
子
の
保
護
の
た
め
の
規
定
の
及
ぶ
範
囲
は
、
夫
婦
の
実
子
や
養

のの

子
に
限
ら
れ
ず
、
「
そ
の
家
族
の
子
と
し
て
」
夫
婦
に
ょ
っ
て
育
て
ら
れ
て
い
る
全
て
の
子
に
も
拡
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
、

必
ず
し
も
、
子
の
養
育
費
の
支
払
と
い
っ
た
よ
う
な
、
金
銭
の
支
払
を
、
夫
婦
の
一
方
が
他
方
に
対
し
て
請
求
す
る
こ
と
を
容
易
に

す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
い
が
、
家
庭
裁
判
所
は
、
こ
の
規
定
を
非
常
に
重
要
視
し
て
お
り
、
結
果
と
し
て
、
子
の
養
育
費
に
つ
い

て
満
足
の
い
く
取
決
め
が
な
さ
れ
る
ま
で
、
子
ど
も
の
監
護
に
関
す
る
取
決
め
の
効
力
発
生
宣
告
か
留
保
さ
れ
、
従
っ
て
離
婚
オ
ー

ダ
ー
の
効
力
も
生
じ
な
い
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

④
雜
婚
と
子
の
監
護

子
ど
も
の
養
育
に
関
す
る
オ
ー
ダ
ー
を
下
す
際
に
は
、
何
ら
の
法
律
上
の
推
定
も
働
か
な
い
と
い
う
考
え
方
が
、
長
期
に
わ
た
っ

て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
家
族
法
で
採
用
さ
れ
て
き
た
原
則
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
、
一
般
に
母
親
に
好
意

、
ノ
ー
、
、
、
、
、
゛
,
、

的
な
傾
向
が
存
在
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
統
計
的
に
見
て
も
、
別
居
後
の
子
ど
も
の
第
一
義
的
な
監
護
者
と
な
る
の
は
父
親
よ

り
は
る
か
に
母
親
の
方
が
多
い
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
、
伝
統
的
な
男
女
の
就
労
形

態
が
変
化
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ま
だ
に
、
母
親
は
父
親
と
比
ベ
て
、
そ
の
就
労
機
会
を
犠
牲
に
し
て
子
ど
も
の
第
一
義

的
な
監
護
提
供
者
と
な
る
場
合
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
一
義
的
な
監
護
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
法
律

上
の
推
定
が
働
く
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
れ
に
対
抗
す
る
他
の
有
力
な
要
因
か
な
い
限
り
、
子
ど
も
の
監
護
・
教
育
に
関
す
る
判
断

に
際
し
重
大
な
影
響
力
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

雜
婚
後
の
子
ど
も
の
共
同
監
護
に
関
し
て
は
、
裁
判
所
に
ょ
る
オ
ー
ダ
ー
に
ょ
っ
て
否
定
さ
れ
な
い
限
り
、
父
母
が
子
ど
も
に
関

す
る
責
任
を
共
有
す
る
と
さ
九
て
い
る
子
ど
も
の
い
る
場
合
の
雛
婚
を
で
き
る
だ
け
当
事
者
の
合
意
に
基
い
て
実
現
し
、
そ
の
後

の
状
況
フ
ォ
ロ
ー
る
機
能
を
る
機
関
と
し
て
、
最
近
、
全
国
に
六
五
の
「
家
族
関
係
セ
ン
タ
ー
(
勺
讐
三
て
え
ミ
号

ら
.
ミ
一
.
誘
と
を
新
設
し
、
家
族
問
題
に
関
す
る
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
家
族
に
関
す
る
紛
争
解
決
に
つ
い
て
、
対
審
構
造
を

と
る
裁
判
手
続
で
の
解
決
に
代
わ
る
、
代
替
的
解
決
方
法
の
確
立
を
目
指
し
て
い
る
。
ま
た
、
子
ど
も
の
監
護
.
女
育
に
関
す
る
手

続
の
中
で
、
子
ど
も
自
身
の
要
求
等
を
子
ど
も
自
身
に
ょ
っ
て
直
接
主
張
・
立
、
証
さ
せ
る
こ
と
が
(
不
可
を
と
ま
で
は
、
え
よ
、

が
)
極
め
て
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
主
張
さ
れ
、
子
ど
も
の
代
理
人
制
度
も
導
入
さ
れ
て
い
る
0

⑤
離
婚
の
成
立

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
、
二
0
0
五
年
ま
で
は
、
雜
婚
を
表
す
法
律
用
語
と
し
て
は
「
婚
姻
の
解
消
(
立
船
0
豆
号
又

三
貫
語
Φ
)
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
婚
姻
解
消
の
原
因
が
承
認
さ
れ
る
と
、
裁
判
所
は
、
ま
ず
離
塔
の
反
町
決
を
下
し
、

一
か
月
が
経
過
す
る
と
、
そ
の
仮
判
決
が
本
判
決
と
な
り
、
婚
姻
が
解
消
さ
れ
る
佑
0

現
行
の
一
九
七
五
年
家
族
法
で
は
、
従
来
の
審

判
(
U
Φ
R
ゆ
巴
と
い
、
つ
表
現
に
変
え
て
、
「
雜
婚
オ
ー
ダ
ー
」
と
い
、
つ
表
現
が
採
用
さ
れ
、
「
離
婚
オ
ー
ダ
ー
は
、
そ
の
オ
ー
ダ
ー
ゞ

下
さ
れ
て
か
ら
一
か
月
が
経
過
し
た
時
点
、
ま
た
は
第
五
五
条
の
A
で
規
定
す
る
オ
ー
ダ
ー
が
下
さ
れ
た
時
点
の
う
ち
の
、
、
ず
れ

か
遅
い
時
点
で
効
力
が
発
生
す
る
。
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

般
に
、
第
五
五
条
の
A
で
規
定
す
る
子
ど
も
の
監
護
に
関
す
る
取
決

め
に
関
す
る
オ
ー
ダ
ー
は
、
離
婚
オ
ー
ダ
ー
と
同
時
に
下
さ
れ
る
の
で
、
離
婚
オ
ー
ダ
ー
が
下
さ
れ
た
後
、
一
か
月
占
は
異
議
申
立

て
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
こ
の
期
間
中
は
、
再
婚
が
禁
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
0

⑥
最
近
の
動
向

世
界
の
他
の
国
々
同
様
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
も
、
従
来
の
対
審
構
造
に
ょ
る
判
決
で
紛
争
解
決
を
図
る
方
法
か
ら
家
矣
を
"
キ
攻

す
る
必
要
性
が
強
く
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
家
庭
裁
判
所
も
そ
の
構
造
と
手
続
に
修
正
が
加
え
ら
れ
、
家
族
司
の
"
分
争

を
解
決
す
る
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
当
事
者
自
身
が
自
分
た
ち
の
抱
え
る
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
「
手
力
け
」
を
す
る
と
、
う

役
割
か
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
結
果
と
し
て
、
紛
争
を
抱
え
る
家
族
が
、
公
判
手
続
に
ょ
ら
な
い
で
、
占
遉
を
解
決
す

る
こ
と
を
助
長
す
る
多
く
の
イ
ニ
シ
ア
チ
プ
が
近
年
採
用
さ
れ
て
き
た
。
メ
デ
ィ
エ
イ
シ
ョ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
t
替
勺
八
仞
争
¥
決

子どもの養育費の履行確保にっいて^オーストラリアの制度を参考に^ 川 之)



手
段
が
、
こ
れ
ま
で
に
、
当
事
者
の
利
用
に
供
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
二
0
0
四
年
に
、
新
し
い
家
族
法
規
則
今
N
昌
↑
望

刈
巳
Φ
m
)
が
導
入
さ
れ
、
家
事
紛
争
の
う
ち
で
、
子
ど
も
の
監
護
お
よ
び
財
産
を
め
ぐ
る
争
い
に
つ
ぃ
て
は
、
「
審
理
前
手
続
」
が
必

須
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
ょ
り
、
紛
争
当
事
者
は
、
家
庭
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
す
る
前
に
、
(
メ
デ
ィ
エ
イ
シ
ョ

ン
や
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
な
ど
に
ょ
り
)
自
分
た
ち
の
紛
争
を
合
意
に
ょ
り
解
決
す
る
試
み
が
義
務
付
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

二
0
0
六
年
に
連
邦
家
族
法
改
正
(
共
同
監
護
者
の
責
任
)
法
(
↓
河
司
異
昌
冒
乏
ン
ヨ
舎
ル
昆
昇
(
仂
耳
巴
則
巽
旦
巴

刈
Φ
超
0
易
昼
邑
ン
含
.
N
8
色
が
成
立
し
た
。
こ
れ
に
ょ
り
、
子
ど
も
の
監
護
に
つ
ぃ
て
の
判
定
の
際
の
考
慮
事
項
等
が
若
干
変
更

さ
れ
、
対
審
構
造
を
と
る
公
判
手
続
を
よ
り
緩
和
し
、
訴
え
の
提
起
前
の
必
要
的
手
続
が
新
し
く
導
入
さ
れ
た
。
こ
の
改
正
の
方
向

共
同
監
護
の
可
能
性
を
よ
り
高
め
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
が
、
父
母
間
の
争
い
か
存
在
す
る
場
合
に
は
、
か
え
っ
て

子
ど
も
の
利
益
を
損
な
う
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
指
摘
が
な
さ
れ
て
ぃ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
共
同
監
護
に
つ
い
て
の
見
直
し
が
な
さ
れ
る
中
で
、
連
邦
政
府
は
、
「
家
族
関
係
セ
ン
タ
ー
」
を
創
設
し
た
。
こ

の
セ
ン
タ
ー
は
、
家
族
に
対
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
面
で
広
汎
な
支
援
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
別

居
し
て
い
る
夫
婦
を
、
裁
判
外
で
和
合
さ
せ
る
こ
と
を
そ
の
任
務
と
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
当
事
者
か
別
居
し
た
状
況
を
固
定
化
し

て
し
ま
う
前
に
、
話
し
合
い
の
席
に
着
か
せ
、
子
ど
も
の
監
護
を
め
ぐ
る
争
い
に
つ
い
て
合
意
を
形
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

様
々
な
サ
ー
ビ
ス
を
無
料
で
提
供
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
セ
ン
タ
ー
の
重
要
な
役
割
で
あ
る
。
他
に
重
要
な
も
の
と
し
て
、
連

邦
家
族
法
に
ょ
る
、
「
子
ど
も
を
め
ぐ
る
紛
争
対
応
専
門
プ
ロ
グ
ラ
ム
(
↓
語
δ
豆
今
ゆ
易
n
器
ゆ
m
ヤ
3
伽
益
ヨ
)
」
の
導
入
が
挙
げ
ら
れ

る
0
 
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
試
験
的
に
導
入
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
効
果
に
つ
い
て
の
評
価
が
な
さ
れ
て
ぃ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

い
ま
の
と
こ
ろ
、
か
な
り
肯
定
的
な
意
見
が
多
く
を
占
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
父
母
の
自
発
的
な
要
望
に
基
づ
い
て
、
こ
の
プ
ロ

グ
ラ
ム
で
は
、
ま
ず
、
家
族
や
子
ど
も
の
問
題
の
専
門
家
と
法
律
の
専
門
家
が
協
力
を
し
て
、
事
例
の
検
討
・
評
価
を
行
い
、
報
告

書
が
作
成
さ
れ
、
当
事
者
を
口
意
形
成
ヘ
と
促
す
と
い
う
手
続
が
と
ら
れ
る
家
族
の
紛
争
に
子
ど
も
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
、

性
は
、

子
ど
も
の
最
善
の
,
利
益
と
な
る
よ
う
な
結
論
を
導
く
た
め
、
、
証
拠
法
の
原
則
を
緩
和
し
、
裁
判
祈
に
ょ
る
裁
目
厘
の
傾
を
広
げ
る
こ
と

で
、
代
訣
臼
的
に
紛
争
解
決
を
図
る
こ
と
が
そ
の
目
的
で
あ
る
0

ま
・
た
、
社
会
福
祉
の
領
域
で
も
、
重
要
な
法
改
正
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
最
近
、
連
邦
政
府
に
ょ
り
一
連
の
、
「
北
労
を
目
的

す
る
福
祉
の
向
上
」
に
関
連
す
る
改
正
法
は
、

家
族
法
と
の
か
か
わ
り
で
、
単
親
家
族
、
と
く
に
、
子
ど
も
の
養
育
費
の
占
遉
に
大

き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
法
改
正
が
、
家
族
の
安
定
に
と
っ
て
好
ま
し
い
結
果
を
も
た
ら
す
か
否
か
は
、

時
間
の
経
過
を
待
つ
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

4
 
子
ど
も
の
養
育
費
の
履
行
確
保
制
度

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
も
、
他
の
コ
モ
ン
ロ
ー
の
国
々
と
同
様
に
、
裁
判
所
が
子
ど
も
の
扶
養
オ
ー
ダ
ー
を
下
す
と
い
う
考
え
方
ゞ
規

範
か
ら
除
外
さ
れ
る
と
い
う
方
向
性
が
選
択
さ
れ
て
い
る
。
一
九
八
九
年
児
童
扶
養
(
養
育
費
額
算
定
)
法
お
よ
び
一
九
＼
＼
年
児

童
扶
養
(
登
録
お
よ
び
徴
収
)
法
の
制
定
に
ょ
り
、
子
ど
も
の
養
育
費
に
関
す
る
問
題
は
、
児
在
「
屯
童
扶
養
機
剰
」
の
管
砦
と
よ
つ

て
い
る
。

①

子
ど
も
の
養
育
費
の
算
定

子
ど
も
の
養
育
費
の
金
額
に
つ
い
て
は
、

一
九
八
九
年
児
童
扶
養
(
養
育
費
額
算
定
)
法
に
従
っ
て
、
養
育
費
算
定
表
と
い
う
形

式
で
定
型
化
さ
れ
て
い
る
。
従
来
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
、
裁
判
所
の
裁
判
官
が
裁
量
で
子
ど
も
の
養
育
賓
を
決
定
し
て
t
ゞ
、

こ
の
法
律
か
制
定
さ
れ
た
こ
と
に
ょ
り
、
監
護
者
が
必
要
事
項
を
記
入
し
た
養
育
費
申
請
書
を
、
行
女
機
関
で
あ
る
「
児
童
扶
養
機

関
」
に
提
出
す
る
と
、
所
定
の
計
算
式
を
用
い
て
養
育
費
が
機
械
的
に
算
定
さ
れ
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
導
入
さ
れ
こ
0
 
-
 
L
＼
九

年
児
童
扶
養
(
養
育
費
額
算
定
)
法
で
開
発
さ
れ
た
子
ど
も
の
養
育
費
の
た
め
の
計
算
式
の
基
本
り
な
考
え
方
は
、
扶
養
義
劣
者
の

前
年
度
の
所
得
に
イ
ン
フ
レ
率
を
乗
じ
た
額
か
ら
、
非
課
税
所
得
を
減
じ
た
額
を
算
出
し
、
そ
れ
に
定
数
(
被
夫
養
児
童
の
数
に
応

じ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
)
を
乗
じ
た
額
を
、
一
年
間
の
養
育
費
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
扶
養
義
務
者
、
安
定
り
よ
又
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富

入
を
得
て
い
る
限
り
、
算
出
さ
れ
る
養
育
費
の
水
準
は
イ
ン
フ
レ
に
ょ
る
物
価
上
昇
に
も
対
応
し
得
る
も
の
と
な
る
。

【
計
算
式
】
養
育
費
U
〔
非
監
護
親
の
前
課
税
年
度
の
所
得
X
イ
ン
フ
レ
率
〕
X
被
扶
養
児
童
数
に
応
じ
た
定
数

こ
の
基
本
式
に
対
し
て
、
監
護
者
や
扶
養
義
務
者
の
個
別
特
殊
事
情
を
勘
案
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
適
用
さ
れ
る
修
正
版
計
算

式
も
別
に
用
意
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
修
正
版
に
つ
い
て
注
目
さ
れ
る
も
の
を
指
摘
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

監
護
親
が
再
婚
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
配
偶
者
の
所
得
は
養
育
費
の
算
定
に
際
し
て
は
考
慮
さ
れ
な
い
こ
と

父
母
の
共
同
監
護
、
ま
た
は
兄
弟
姉
妹
の
問
で
監
護
者
が
異
な
る
場
合
に
は
、
両
親
が
と
も
に
扶
養
義
務
者
で
あ
る
も
の
と
み
な

し
て
、
父
母
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
基
本
式
を
適
用
し
て
養
育
費
を
算
定
し
、
被
扶
養
児
童
の
数
に
応
じ
て
修
正
を
加
え
る
こ
と
(
例

え
ば
、
共
同
監
護
の
場
合
に
は
子
ど
も
一
人
に
つ
き
0
・
五
人
と
し
て
計
算
す
る
)

被
扶
養
児
童
の
両
親
以
外
の
者
が
監
護
者
と
な
り
、
両
親
が
と
も
に
扶
養
義
務
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
父
母
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
基

本
式
を
用
い
て
養
育
費
を
算
定
し
、
そ
の
合
計
が
一
定
額
を
超
え
る
場
合
に
所
定
の
修
正
を
行
う
こ
と

扶
養
義
務
者
が
(
監
護
者
の
異
な
る
)
複
数
の
親
子
に
対
し
て
扶
養
義
務
を
負
う
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
監
護
者
に
つ
き
基
本

式
を
用
い
て
算
定
し
た
養
育
費
に
そ
れ
ぞ
れ
の
監
護
者
の
下
に
あ
る
児
童
数
を
全
児
童
数
で
除
し
た
数
字
を
乗
じ
て
計
算
す
る
こ

従
っ
て
計
算
し
た
養
育
寮
の
金
額
の
変
更
を
連
邦
家
庭
裁
判
所
に
対
し
て
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
認
め
ら
ー
て
い
る

子
ど
も
の
養
育
費
の
支
払
と
受
領
は
、
本
来
、
当
事
者
の
自
発
的
な
合
意
に
基
づ
き
適
切
な
額
が
定
め
ら
れ
、
そ
の
履
テ
が
自
発

的
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
で
、
一
九
八
九
年
児
童
扶
養
(
養
育
費
額
算
定
)
法

で
は
、
当
事
者
の
合
意
に
基
づ
い
て
支
払
内
容
を
決
定
す
る
こ
と
も
認
め
て
い
る
。
当
事
者
が
児
童
窃
定
で
合
意
し
、
そ
の
文
書
を

児
童
扶
養
機
関
が
承
認
す
る
方
法
等
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。

旧
鎧
扶
養
機
関
に
子
ど
も
の
養
育
費
算
定
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
婚
姻
関
係
に
あ
っ
た
父
母
に
限
ら
れ
な
い
が
、

扶
養
義
務
者
が
継
親
ま
た
は
里
親
の
場
合
に
は
こ
の
申
請
は
認
め
ら
れ
な
い
。
所
得
制
限
寸
き
の
士
会
呆
障
合
寸
の
受
会
を
希
望
す

る
監
護
者
は
、
児
童
扶
養
機
関
に
対
し
て
申
請
を
行
う
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
て
お
り
、
私
的
扶
養
優
先
の
原
則
に
ょ
り
制
艮
が
な
さ

れ
て
い
る
。

子
ど
も
の
養
育
費
の
履
行
確
保
制
度
に
対
し
て
は
、
子
ど
も
の
養
育
を
し
て
い
る
母
親
を
優
遇
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
此
判
が
、

父
親
の
権
利
擁
護
団
体
か
ら
提
示
さ
れ
、
児
童
扶
養
機
関
も
批
判
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。
母
親
側
か
ら
は
、
父
親
鳶
与
万
得
と

い
う
方
法
を
意
図
的
に
避
け
、
現
金
支
給
を
受
け
る
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
で
、
子
ど
も
の
養
育
費
の
支
払
を
回
避
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
批
県
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
批
判
を
受
け
て
、
二
0
0
五
年
五
月
に
、
連
邦
検
討
委
員
会
が
子
ど
も
の
養
育
費

の
履
行
確
保
制
度
、
特
に
そ
の
算
定
の
見
直
し
に
つ
い
て
検
討
し
改
正
の
提
言
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
二
0
0
＼
年
ヒ

月
一
日
に
新
し
い
子
ど
も
の
養
育
費
の
算
定
方
式
が
導
入
さ
れ
、
子
ど
も
の
年
齢
等
の
要
素
が
考
慮
事
項
に
加
え
ら
れ
、
こ
れ
ま
で

に
も
増
し
て
複
雑
な
も
の
と
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
変
更
に
ょ
り
、
子
ど
も
の
養
育
費
の
支
払
対
象
と
な
る
者
の
半
数
以

上
が
そ
の
額
を
減
じ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
金
額
の
変
更
と
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
指
商
さ
れ
て
い
る
0

②
子
ど
も
の
養
育
費
の
徴
収

子
ど
も
の
養
育
費
の
徴
収
に
関
し
て
は
、
一
九
八
八
年
児
童
扶
養
会
豆
録
お
よ
び
徴
収
)
法
に
ょ
り
、
養
育
費
の
支
払
に
国
家
が

とこ
の
よ
う
に
し
て
「
児
童
扶
養
機
関
」
で
は
申
請
を
受
け
て
、
養
育
費
の
額
の
決
定
を
行
い
、
い
ず
れ
の
当
事
者
か
ら
も
異
議
が

な
け
れ
ぱ
、
こ
の
決
定
は
毎
月
期
日
が
到
来
す
る
定
期
給
付
債
権
と
し
て
確
定
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
算
定
表
に
従
っ
て
計
算
さ
れ
た
養
育
費
の
金
額
に
不
満
の
あ
る
場
合
は
、
児
童
扶
養
機
関
に
対
し
て
不
服
申
立
て
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
た
だ
、
養
育
費
額
の
変
更
理
由
に
つ
い
て
は
限
定
的
に
一
 
0
項
目
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
各
項
目
と
も
、
変
更
を
求

め
る
者
に
「
特
別
な
事
情
」
の
立
証
責
任
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
児
童
扶
養
機
関
の
決
定
に
不
満
が
あ
る
場
合
に
は
、
行
政
手
続
き

の
問
題
と
し
て
そ
の
決
定
を
拒
否
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
の
手
続
を
経
た
上
で
、
初
め
て
、
児
童
扶
養
機
関
が
算
定
表
に
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{
岳

関
与
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
法
律
は
、
従
来
は
、
私
人
間
の
債
権
・
債
務
関
係
と
さ
れ
て
い
た
子
ど
も
の
養
育
費
支
払
を
、
連

邦
対
個
人
の
債
権
・
債
務
関
係
に
転
換
す
る
こ
と
を
そ
の
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
法
律
の
制
度
に
ょ
り
新
た
に
、
連
邦
国

税
庁
(
↓
冨
↓
ミ
牙
=
0
逓
兄
)
内
に
、
扶
養
料
の
登
録
・
徴
収
を
扱
う
児
童
扶
養
機
関
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
の
法
律
を
運
営
す
る

責
任
者
は
、
チ
ャ
イ
ル
ド
.
サ
ポ
ー
ト
・
レ
ジ
ス
ト
ラ
ー
(
↓
牙
 
9
一
区
仂
点
又
牙
ゆ
四
旨
典
)
と
呼
ば
れ
、
国
税
庁
長
{
昌
(
↓
語

δ
0
ヨ
ヨ
一
仂
曾
号
円
0
{
↓
N
基
牙
巳
が
そ
の
任
に
あ
た
っ
て
い
る
。

子
ど
も
の
養
育
費
の
受
領
権
を
有
す
る
者
の
届
出
に
ょ
り
、
児
童
扶
養
機
関
に
定
期
給
付
債
権
と
し
て
の
扶
養
料
が
登
録
さ
れ
る

と
、
そ
の
登
録
に
ょ
り
、
扶
養
義
務
者
と
受
領
権
者
と
の
直
接
の
法
律
関
係
は
切
断
さ
れ
、
連
邦
政
府
と
扶
養
義
務
者
と
の
間
の
権

U

義
務
関
係
に
転
換
す
る
。

Ⅱオ
扶
養
義
務
者
が
被
用
者
の
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
、
使
用
者
が
給
与
か
ら
扶
養
料
を
控
除
し
て
、
源
泉
徴
収
の
形
で
児
童
扶
養

鬮

機
関
に
納
付
す
る
こ
と
に
な
る
。
自
営
業
者
の
よ
う
な
場
合
で
、
源
泉
徴
収
が
困
難
な
者
に
対
し
て
は
、
児
童
扶
養
機
関
ヘ
毎
月
扶

゛
、
.
、
、
、
、

養
料
の
支
払
を
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
被
用
者
が
希
望
し
、
裁
判
所
が
認
め
た
場
合
に
は
、

源
泉
徴
収
に
代
え
て
扶

養
料
を
直
接
児
童
扶
養
機
関
に
納
付
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
職
場
に
お
け
る
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
に
も

寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
。
源
泉
徴
収
お
よ
び
直
接
納
付
と
も
に
、
滞
納
者
に
は
制
裁
金
が
科
せ
ら
れ
て
お
り
、
扶
養
義
務
者
の
定
期

、
、

的
な
納
付
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
な
っ
て
い
る
。

児
童
扶
養
機
関
に
納
付
さ
れ
た
扶
養
椴
、
い
っ
た
ん
、
一
九
八
八
年
児
童
扶
養
昼
録
お
よ
び
徴
収
)
法
に
ょ
り
新
設
さ
れ
た

、
託
勘
{
疋
(
』
ヨ
ず
ぐ
D
 
n
乞
区
(
n
仁
毛
0
二
↓
Z
m
一
コ
>
δ
8
仁
三
)
に
叡
艮
り
込
ま
れ
、
社
会
保
障
省
(
U
g
旦
ヨ
ゆ
ヨ
 
0
{
〔
n
0
含
巴

m
円
兵
尋
)
に
ょ
り
、
児
童
扶
養
信
託
勘
定
か
ら
引
き
出
さ
れ
、
翌
月
の
所
定
の
期
日
に
、
社
会
保
障
省
か
ら
受
領
権
者
ヘ
給
付
さ

れ
る
こ
の
過
程
の
中
で
、
社
会
保
障
省
は
扶
養
料
と
社
会
保
障
給
付
と
の
調
整
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
一
九
ハ
ハ

年
児
童
扶
(
録
お
よ
び
徴
収
)
法
の
制
定
に
伴
っ
て
一
九
四
七
年
社
会
保
障
法
の
修
正
法
(
↓
語
 
m
又
亘
 
m
R
Ξ
一
q
 
N
且

ぐ
企
旦
.
E
卦
曾
ミ
太
勇
曾
誘
(
マ
』
ミ
三
n
景
Ξ
R
 
一
暑
0
ヨ
Φ
一
6
竺
)
一
Ξ
9
E
{
.
ヨ
企
ニ
ン
又
一
繞
伽
)
が
制
{
疋
さ
れ
、
所
得
制
限
を
有
す
る
社
会
保

障
給
付
の
受
給
権
者
で
あ
り
、
か
つ
、
扶
養
義
務
者
の
存
在
す
る
者
に
対
し
て
実
施
さ
れ
る
、
扶
養
料
の
審
査
に
関
す
る
諸
規
定
を

設
け
て
、
従
来
か
ら
の
受
給
要
件
で
あ
る
所
得
審
査
と
資
産
審
査
に
加
え
て
、
扶
養
審
査
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

お
わ
り
に

一
九
九
六
年
二
月
の
「
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱
」
で
は
、
恊
議
離
婚
に
伴
う
子
の
監
護
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

規
定
す
る
民
法
第
七
六
六
条
に
つ
い
て
、
面
会
交
流
や
監
護
費
用
(
養
育
費
)
に
つ
い
て
明
示
す
る
新
た
な
規
定
を
設
け
る
こ
と
を

提
案
し
、
「
子
の
最
善
の
利
益
」
を
基
準
に
す
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。

子
ど
も
の
養
育
費
の
算
定
に
関
し
て
は
、
一
石
0
三
年
四

月
に
、
東
京
.
大
阪
養
育
費
研
究
会
に
ょ
る
「
算
定
表
」
が
示
さ
れ
、
養
育
費
額
決
定
の
参
考
に
さ
れ
て
い
る
。
子
ど
も
の
養
育
費

の
履
行
確
保
に
関
し
て
は
、
二
0
0
三
年
の
「
担
保
物
権
及
び
民
事
執
行
制
度
の
改
善
の
た
め
の
民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
」
に
ょ
り
、
子
ど
も
の
養
育
費
が
不
払
い
の
場
合
の
強
制
執
行
に
つ
い
て
新
た
な
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。
ま
た
二
0
0
四
年
の

「
民
事
関
係
手
続
の
改
善
の
た
め
の
民
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
に
ょ
り
、
扶
養
義
務
等
に
か
か
る
金
銭
債
権
に
つ

い
て
問
接
強
制
の
方
法
に
ょ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

子
ど
も
の
養
育
費
の
根
拠
を
明
確
化
す
る
こ
と
や
協
議
離
婚
の
際
に
養
育
費
の
取
決
め
を
要
件
と
し
て
明
記
す
る
こ
と
を
含
む
法

改
正
の
議
論
は
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
多
く
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
子
ど
も
の

養
育
費
の
「
算
定
表
」
に
関
し
て
は
、
そ
の
算
定
方
式
や
算
定
額
の
低
さ
等
が
問
題
点
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
子
ど
も

の
養
育
費
に
関
す
る
新
し
い
強
制
執
行
制
度
や
問
接
強
制
の
制
度
が
導
入
さ
れ
て
余
り
時
問
が
経
過
し
て
い
な
い
の
で
、
効
果
に
つ

い
て
の
評
価
は
控
え
る
が
、
小
ノ
な
く
と
も
、
欧
米
先
進
工
業
諸
国
で
採
用
さ
れ
て
い
る
制
度
と
比
較
し
た
場
貪
手
続
的
に
は
利
用

子どもの養育費の履行硴保につぃて オーストラリアの制度を参考に^ 川 之)



し
や
す
い
制
度
と
は
い
ぇ
な
い
と
思
わ
れ
る
。

子
ど
も
の
養
育
費
履
行
確
保
制
度
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
も
頻
繁
に
取
り
上
げ
る
と
と

も
に
、
一
九
八
九
年
に
「
子
ど
も
の
幸
せ
の
た
め
に
1
離
婚
後
の
養
育
費
」
を
、
一
九
九
二
年
に
「
雜
婚
後
の
養
育
費
支
払
確
保
に

関
す
る
意
見
圭
日
」
を
、
二
0
0
四
年
に
「
養
育
費
支
払
確
保
の
た
め
の
意
見
書
」
を
発
表
し
、
こ
の
中
で
、
「
養
育
費
最
低
基
準
法

の
制
定
」
「
養
育
費
取
決
め
届
出
制
度
」
「
養
育
費
支
払
命
令
制
度
」
「
養
育
費
立
替
制
度
」
お
よ
び
「
税
制
上
の
優
遇
制
度
」
等
の

提
言
を
行
っ
て
い
る
。

家
族
に
か
か
わ
る
法
制
度
に
関
し
て
は
、
日
本
と
比
較
的
に
似
通
っ
て
い
る
韓
国
で
、
二
0
0
九
年
に
養
育
費
の
支
払
に
関
す
る

0

民
法
お
よ
び
家
事
訴
訟
法
の
改
正
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
改
正
に
ょ
り
、
協
議
離
婚
の
際
に
養
育
費
の
負
担
に
関
す
る
記
載
が
義

務
付
け
ら
れ
、
養
育
費
を
二
回
以
上
支
払
わ
な
か
っ
た
場
合
に
は
給
与
か
ら
の
天
引
き
が
で
き
る
こ
と
に
な
り
、
養
育
費
支
払
義
務

の
不
履
行
に
対
し
て
は
監
置
も
含
め
て
制
裁
が
強
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

日
本
弁
護
上
会
を
含
め
た
さ
ま
ざ
ま
な
団
体
の
提
言
の
趣
旨
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
欧
米
先
進
工
業
諸
国
の
み
な
ら
ず
ア
ジ
ア
の

国
々
の
制
度
等
も
参
考
に
し
つ
っ
、
日
本
に
と
っ
て
適
切
な
子
ど
も
の
養
育
費
の
履
行
確
保
制
度
の
早
急
な
実
現
を
は
か
り
、
子
ど

も
が
健
全
に
成
長
で
き
る
よ
う
な
環
境
整
備
を
行
わ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

二
0
0
九
年
度
の
離
婚
件
数
は
二
五
万
三
三
五
三
件
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
未
成
熟
子
の
い
る
夫
婦
の
牛
数
は
、
五
七
.
＼
%
に
あ

た
る
一
四
六
、
四
0
八
で
あ
る
(
厚
生
労
働
省
二
0
0
九
年
人
口
動
態
統
計
1
確
定
数
)
。

妻
が
一
人
以
上
の
子
の
親
権
を
行
う
件
数
は
、
二
一
万
七
0
二
七
件
で
あ
る
(
厚
生
労
働
省
二
0
0
九
年
人
口
動
態
統
十

確
定
数
)
。

3
 
こ
0
0
五
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
ょ
る
と
、
父
子
家
庭
の
世
帯
数
は
九
万
ニ
ニ
ハ
五
世
帯
で
あ
り
、
そ
の
平
均
収
入
金
額
は

四
一
二
万
円
で
、
世
帯
人
員
一
人
あ
た
り
平
均
収
入
は
一
 
0
五
万
円
で
あ
る
(
厚
生
労
働
省
二
0
0
六
年
「
全
国
母
子
世
帯
等

調
査
」
)
。

4
 
生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る
世
帯
は
、
二
三
万
六
八
四
0
世
帯
あ
り
、
そ
の
う
ち
母
子
世
帯
数
は
、
九
万
二
0
九
0
世
帯
で

あ
る
(
二
0
0
八
年
度
七
月
一
日
現
在
。
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
「
被
保
護
者
全
国
一
斉
調
査
結
果
報
告
書
(
個
別
調
査
)
」
)
。

ま
た
、
二
0
0
九
年
一
月
の
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
を
見
る
と
、
全
受
給
者
数
一
0
0
万
五
0
一
六
人
の
う
ち
、
生
別
母
子
家
庭

(
雜
婚
に
ょ
る
)
の
数
は
八
八
万
一
三
三
人
で
、
八
七
・
ハ
%
を
占
め
て
い
る
(
厚
生
労
働
省
「
福
祉
行
政
報
告
例
(
二
0
0
九

年
一
月
概
数
)
」
)
。
直
近
の
国
勢
調
査
(
二
0
0
五
年
)
の
結
果
で
、
こ
れ
に
関
連
す
る
情
報
の
比
較
を
行
う
と
、
母
子
家
庭
の
世

帯
数
の
合
計
が
七
四
万
九
0
四
八
世
帯
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
、
生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る
の
が
、
七
万
八
0
六
0
世
帯
で
、

-
 
0
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
世
帯
総
数
は
、
四
九
五
六
万
六
三
0
五
世
帯
で
、
生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る
の
は

-
 
0
 
一
万
五
八
Ξ
0
世
帯
の
、
ニ
・
0
パ
ー
セ
ン
ト
と
比
ベ
る
と
、
母
子
家
庭
が
突
出
し
て
生
活
保
護
を
需
給
し
て
い
る
こ
と
が
わ

力
る

⑤
厚
生
労
働
省
に
ょ
る
と
、
母
子
家
庭
の
八
四
・
五
%
に
あ
た
る
一
、
ニ
ハ
ニ
世
帯
の
母
が
就
労
し
て
い
る
(
厚
生
労
働
省

二
0
0
六
年
「
全
国
母
子
世
帯
等
調
査
」
)
。

⑥
厚
生
労
働
省
に
ょ
る
と
、
就
労
し
て
い
る
母
子
家
庭
の
母
の
う
ち
の
四
Ξ
・
六
%
が
「
臨
時
・
パ
ー
ト
」
、
五
・
一
%
が
「
派
遣
社

員
」
で
あ
る
(
厚
生
労
働
省
二
0
0
六
年
「
全
国
母
子
世
帯
等
調
査
」
)
。
ま
た
、
二
0
0
九
年
の
母
子
世
帯
の
総
所
得
は

二
三
一
・
四
万
円
で
あ
り
、
全
世
帯
の
平
均
で
あ
る
五
四
七
・
五
万
円
や
高
齢
者
世
帯
の
二
九
七
万
円
よ
り
低
く
な
っ
て
い
る
(
厚

生
労
働
省
二
0
0
九
年
国
民
生
活
基
礎
調
査
)
。

7
 
前
掲
注
④
お
よ
ぴ
⑥
で
指
摘
し
た
よ
う
に
雜
別
母
子
家
庭
は
厳
し
い
経
済
状
況
に
あ
る
。

⑧
母
子
家
庭
の
場
合
は
、
非
正
規
就
労
割
合
が
年
代
に
か
か
わ
ら
ず
過
半
数
を
占
め
て
お
り
、
非
正
規
就
労
で
家
計
を
支
え
る
母

子
世
帯
の
厳
し
い
現
状
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
れ
が
ま
さ
に
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
と
し
て
の
母
子
家
庭
の
構
造
的
背
景
と
も
い
る
。
母

子
家
庭
の
無
業
率
も
年
代
を
通
し
て
一
定
割
合
存
在
し
て
お
り
、
母
子
家
庭
は
厳
し
い
経
済
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
(
白
波
瀬
佐

子どもの養育費の履行硴保について オーストラリアの制度を参考に
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和
子
「
経
済
的
困
難
を
抱
え
る
非
典
型
世
帯
の
増
大
一
ひ
と
り
暮
ら
し
と
ひ
と
り
親
世
帯
に
着
目
し
て
」
(
内
ヨ
府
女
'

局
一
生
活
困
難
を
抱
え
る
男
女
に
関
す
る
検
零
報
告
書
1
就
業
構
造
基
本
調
査

国
民
生
活
基
礎
調
査
特
別
集
計
1
』
(
内
閣

府
男
女
共
同
参
画
局
二
0
 
-
 
0
年
三
月
け
目
＼
＼
喜
乏
.
兇
且
円
.
如
0
.
甘
＼
ぎ
言
曾
＼
切
m
一
亘
m
昇
0
昌
習
.
辱
m
Φ
乞
一
一
二
頁
)
0

4
}
)

厚
生
労
働
省
調
査
に
ょ
る
と
、
離
婚
し
た
父
親
か
ら
の
養
育
費
の
受
給
状
況
は
、
「
見
在
も
受
け
て
、
る
」
ξ
一
九
.
0
る
、

「
受

け
た
こ
と
が
あ
る
」
が
一
六
・
0
%
で
あ
り
、

そ
も
そ
も
、
取
決
め
を
し
て
い
な
い
場
合
が
五
八
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
0
 
母

子
世
帯
に
な
っ
て
か
ら
の
年
数
が
短
い
ほ
ど
、
「
現
在
も
受
け
て
い
る
」
と
回
答
し
た
世
帯
の
割
合
が
高
、
傾
向
と
よ
つ
て
、
 
0

ま
た
、
養
育
費
を
現
在
も
受
け
て
い
る
又
は
受
け
た
こ
と
が
あ
る
世
帯
の
う
ち
額
が
決
ま
っ

て
い
る
世
帯
の
平
均
月
額
は

四
万
二
0
0
八
円
と
な
っ
て
い
る
(
厚
生
労
働
省
二
0
0
六
年
「
<
王
国
母
子
世
帯
等
調
査
」
)
0

⑪
最
高
裁
判
所
事
嘉
局
家
庭
局
「
養
育
費
支
払
の
実
情
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
」
家
河
五
四
巻
五
号
(
二
0
0
二
年
)
一

1
D

母
子
世
帯
の
総
所
得
は
二
三
一
.
四
万
円
、
そ
の
う
ち
稼
働
所
得
は
八
一
・
ニ
%
に
あ
た
る
一
＼
七
.
九
万
円
、
公
り
乍
金

以
外
の
社
会
保
障
給
付
金
は
九
・

一
%
に
あ
た
る
二
一
.
二
万
円
で
あ
る
(
厚
生
労
働
省
二
0
0
九
年
国
民
生
活
基
礎
調
査
)
0

児
童
扶
養
手
当
法
第
一
条
。

児
童
扶
養
手
当
法
第
二
条
第
三
項
。

こ
の
問
題
に
つ
ぃ
て
は
以
前
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
例
え
ぱ
、
「
・
・
・
・
:
親
は
別
れ
て
も
子
ど
も
に
対
し
て
は
養
育
義
努
を

負
っ
て
い
る
と
い
う
法
意
識
の
欠
如
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
」
と
い
う
指
商
が
な
さ
れ
て
、
る
0
 
高
喬
朋
子
「
唯
堆
と
子

福
祉
1
養
育
費
支
払
確
保
に
関
す
る
一
考
察
」
西
南
学
院
大
学
大
学
院
法
学
研
究
論
集
二
0
号
(
二
0
0
二
年
)
七
四
頁
0

二
0
0
九
の
雜
婚
総
数
は
二
五
万
三
三
五
三
件
で
、
そ
の
う
ち
協
議
離
婚
は
八
七
・
九
%
に
あ
た
る
二
二
万
二
六
六
二
牛
で
あ

(
厚
生
労
働
省
二
0
0
九
年
人
口
動
態
統
計
1
確
定
数
)
0

養
育
費
の
取
決
め
を
し
て
い
る
割
合
が
離
婚
全
体
で
は
三
八
・
ハ
パ
ー
セ
ン
ト
で
、
前
回
調
査
よ
り
も
曽
U
し
て
、
る
点
を
旨
商

し
つ
っ
、
協
議
雜
婚
の
場
合
は
取
決
め
を
し
て
い
な
い
割
合
が
六
五
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
で
そ
の
他
1
堆
の
二
0
.
三
・
、
ー
ン
ト

と
比
ベ
て
取
決
め
を
し
て
い
る
割
合
が
非
常
に
低
い
こ
と
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
、
「
"
手
に
支
厶
う
意
思
や
E
カ
ミ
よ
、
(
つ
こ

が
四
七
.
0
 
ハ
ー
セ
ト
、
「
相
手
と
関
わ
り
た
く
な
い
」
が
二
=
一
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
で
、
養
育
費
の
請
隶
、
、
適
に
テ
フ
ー
、
、

い
こ
と
を
一
尓
し
て
い
る
。
(
二
0
0
六
年
度
「
全
国
母
子
世
帯
等
調
査
」
)
。

養
育
費
を
取
り
決
め
た
世
帯
で
、
養
育
費
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
と
答
え
た
人
が
二
0
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
も
い
る
二
0
0
六
年

度
「
全
国
母
子
世
帯
等
調
査
結
果
報
告
」
)
。
別
な
調
査
で
あ
る
が
、
「
相
手
方
か
ら
養
育
費
の
支
払
か
な
い
場
合
に
お
け
る
強
制
執

行
の
手
続
の
利
用
」
に
つ
い
て
た
ず
ね
た
と
こ
ろ
、
回
答
の
あ
っ
た
者
の
全
て
が
強
制
執
行
手
続
を
利
用
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
理

由
と
し
て
、
「
手
続
を
知
ら
な
か
っ
た
」
、
「
費
用
が
か
か
る
と
思
っ
た
」
、
「
手
続
を
と
っ
て
も
無
駄
だ
と
思
っ
た
」
が
回
答
の
上
位

を
占
め
て
い
る
。
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
家
庭
局
「
養
育
費
支
払
の
実
情
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
」
家
月
五
四
巻
五
号
金
0
9

年
)
一
七
九
1
一
八
0
頁
。

婚
姻
数
の
う
ち
、
一
方
ま
た
は
両
方
が
再
婚
で
あ
る
割
合
は
、
一
九
九
0
年
が
一
八
・
三
%
、
一
九
九
五
年
が
一
八
.
四
%
、

二
0
0
0
年
が
二
一
・
0
%
、
二
0
0
九
年
が
二
五
九
%
で
あ
る
(
厚
生
労
働
省
二
0
0
九
年
人
口
熟
統
計
1
確
定
数
)
。

民
問
企
業
に
勤
め
る
人
が
二
0
0
九
年
の
一
年
間
に
得
た
平
均
給
与
は
、
前
年
比
二
三
万
七
0
0
0
円
減
(
五
.
五
パ
ー
セ
ン
ト

減
)
の
四
0
五
万
九
0
0
0
円
で
あ
っ
た
こ
と
が
国
税
庁
の
調
査
結
果
と
し
て
報
告
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
数
字
は
蔀
を
取
り
始

め
た
一
九
四
九
年
以
降
で
、
過
去
最
大
の
減
少
記
録
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
日
本
の
経
済
状
況
に
つ
ぃ
て
指
摘
す
る
報

告
は
多
く
出
さ
れ
て
い
る
が
、
例
え
ば
白
石
浩
介
「
明
日
の
日
本
一
低
所
得
化
の
進
展
三
五
歳
世
帯
平
均
収
入
は
四
0
0
万
円

台
」
(
三
菱
総
合
研
九
九
所
二
0
0
九
年
六
月
五
日
、
穿
日
＼
＼
冬
巨
.
ヨ
牙
0
.
も
 
Z
国
誘
＼
8
一
仁
言
＼
9
ヨ
片
ヨ
映
＼
N
8
ゆ
＼
N
0
亀
宮
伽
1
易
9

巨
弓
一
)
等
を
参
照
。

⑳
公
的
扶
助
と
私
的
扶
養
の
問
題
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
が
公
表
さ
れ
て
い
る
が
、
例
え
ぱ
、
上
野
雅
和
「
社
会
保
障
法
と
扶

養
義
務
」
石
川
稔
、
中
川
淳
、
米
倉
明
編
叉
永
族
法
改
正
ヘ
の
課
題
』
(
日
本
加
除
出
版
、
一
九
九
三
年
)
五
0
 
一
頁
、
堀
勝
洋

「
私
的
扶
養
と
公
的
扶
助
」
社
会
保
障
研
究
所
編
『
福
祉
政
策
の
基
本
問
題
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
)
二
0
三
頁
を
、

な
お
、
子
ど
も
の
養
育
費
と
の
関
係
で
は
、
例
え
ぱ
、
石
川
稔
「
養
育
費
の
履
行
確
保
」
雜
婚
制
度
研
究
会
編
一
『
子
ど
も
の
た
め

の
離
婚
講
座
』
(
有
斐
閣
、
一
九
九
二
年
)
二
四
六
頁
を
参
照
。
こ
れ
ら
を
め
ぐ
る
法
律
の
考
え
方
と
し
て
は
、
一
九
九
七
年
の
中

央
児
童
福
祉
審
議
会
報
告
書
で
、
今
後
の
児
童
扶
養
手
当
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
「
・
・
・
・
・
・
父
親
の
扶
養
責
任
が
十
分
に
果
た
さ

れ
て
い
な
い
中
で
、
児
童
扶
養
手
当
制
度
が
私
的
扶
養
責
任
の
実
質
的
な
肩
代
わ
り
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
:
・
:
・
。
」
と
の
意
見

七
三
頁
。

恩
給

子どもの養育賢の履行確保について オーストラリアの制度を参考に^
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富

が
出
さ
れ
、
二
0
0
二
年
の
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
等
の
一
部
改
正
の
際
に
は
、
「
児
童
扶
養
手
当
法
の
改
正
と
し
て
は
、
手
当
の

基
本
的
な
性
格
を
、
『
酢
婚
直
後
な
ど
の
生
活
の
激
変
期
の
緩
和
策
』
と
し
て
捉
え
直
し
、
支
鎗
問
を
艮
定
し
て
重
点
的
に
冶
寸

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
」
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
詳
し
く
は
、
嶋
貫
真
人
「
児
童
扶
養
手
当
制
度
改
革
に
向
け
た
提
言
1
子
ど
も
の

「
養
育
費
を
受
け
る
権
利
』
を
基
底
に
置
い
た
考
察
」
沖
縄
大
学
人
文
学
部
紀
要
六
号
(
二
0
0
五
年
)
九
一
頁
を
参
照
0

児
童
に
関
す
る
生
活
保
障
の
問
題
を
、
児
童
保
障
と
し
て
総
合
的
に
把
握
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
¥
に
立
つ
も
の
と
し
て
、

例
え
ば
、
橋
本
宏
子
「
出
産
.
育
児
に
関
す
る
生
活
保
障
」
籾
井
常
喜
編
『
社
会
保
障
法
』
(
エ
イ
デ
ル
研
究
祈
、
一
し
九
一
年
)

ニ
ニ
ハ
頁
以
下
参
照
。

子
ど
も
の
養
育
費
に
関
し
て
は
、

実
務
で
は
、
民
法
第
ヒ
六
六
条
の
監
護
処
分
と
し
て
処
理
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
0
 
養
育
費
の

取
決
め
後
に
事
情
変
更
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
民
法
第
七
六
六
条
第
二
項
に
ょ
り
そ
の
変
更
も
し
く
は
取
消
し
を
求
め
る
こ
と
ゞ

で
き
る
が
、
子
の
利
益
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
と
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
減
額
変
更
や
取
消
し
免
除
の
処
＼
を
よ
し

う
る
か
ど
う
か
に
つ
ぃ
て
は
疑
義
が
あ
る
。
「
当
事
者
に
予
測
不
能
で
あ
っ
た
こ
と
が
後
に
生
じ
た
場
合
に
限
り
、
事
情
変
更
と
し

て
、
内
容
の
変
更
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
に
立
つ
判
例
を
整
理
し
、
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、
野
沢
紀
雅

「
航
婚
後
の
奮
変
更
と
養
育
費
」
民
商
一
四
0
巻
盲
方
Ξ
0
0
九
年
)
二
一
六
頁
を
姦
0

雜
婚
後
の
非
親
権
者
が
負
う
子
ど
も
に
対
す
る
扶
養
義
務
の
根
拠
に
つ
い
て
、
親
権
説
、
主
活
共
同
本
説
、
見
子
関
係
説
に
、

け
て
検
討
し
、
民
法
上
の
養
育
費
の
準
拠
規
定
に
つ
い
て
、
明
文
上
の
根
拠
な
し
と
す
る
説
、
第
八
二
0
条
(
監
護
教
育
)
と
す

る
説
、
第
八
七
七
条
(
親
子
問
の
扶
養
)
と
す
る
説
お
よ
び
第
七
六
六
条
(
監
護
に
関
す
る
事
項
)
す
る
説
を
概
観
し
こ
上
で
、

「
子
の
養
育
費
請
求
は
、
七
六
六
条
を
原
則
と
し
て
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
同
条
に
ょ
っ
て
な
し
写
な
、
場
合
に
、
＼
七
七
条
に

よ
る
べ
き
で
あ
る
。
」
と
の
立
場
を
示
す
も
の
が
あ
る
。
高
橋
・
前
掲
注
⑭
七
五
頁
。
他
に
は
、
上
野
雅
和
「
扶
養
義
務
」
星
野
英

一
編
集
代
表
一
民
法
講
座
七
巻
親
族
・
相
続
』
(
有
斐
悶
一
九
八
四
年
)
三
0
八
頁
以
下
、
田
中
通
裕
「
未
底
子
の
養
育

費
と
親
の
責
任
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
七
四
七
号
(
一
九
九
一
年
)
三
0
九
頁
以
下
、
深
谷
公
男
「
未
成
熱
子
扶
養
去
の
基
礎
り
考
察
」

金
沢
法
学
二
七
巻

一
.
二
合
併
号
(
一
九
八
五
年
)
一
九
九
頁
以
下
、
松
嶋
道
夫
「
親
権
者
と
親
子
間
の
扶
養
」
「
現
t
家
矣
法
大

系
三
一
(
斐
閣
、
一
九
七
九
年
)
四
二
六
頁
等
を
参
照

伽
山
脇
貞
司
「
扶
養
義
務
の
性
質
」
静
岡
大
学
法
経
研
究
二
三
巻
二
・
一
テ
四
合
併
号
(
一
九
七
五
年
)
一
四
四
頁
参
照
。
な
お
、

こ
の
問
題
に
関
し
て
、
親
の
経
済
的
能
力
に
ょ
り
子
ど
も
の
生
活
程
度
が
決
ま
る
と
い
う
差
別
的
な
基
準
を
、
法
律
的
基
準
と
し

て
残
す
べ
き
で
は
な
い
と
し
て
、
未
成
熟
子
の
扶
養
の
要
件
お
よ
び
程
度
に
関
し
て
は
客
観
的
基
準
に
基
づ
き
決
定
し
、
牛
活
保

持
義
務
と
生
活
扶
助
義
務
と
い
う
二
分
論
を
否
定
す
る
見
解
も
あ
る
。
上
野
・
前
掲
注
⑳
五
二
二
頁
。

⑳
こ
の
場
合
後
婚
の
未
成
熟
子
が
実
際
に
同
居
し
て
い
る
と
い
う
事
実
の
方
を
優
先
さ
せ
、
「
同
居
す
る
扶
養
権
利
老
に
対
す
る

扶
養
義
務
の
履
行
を
他
の
扶
養
義
務
よ
り
も
事
実
上
優
先
さ
せ
、
ま
た
、
そ
の
扶
養
の
程
度
を
重
く
す
る
要
素
と
し
て
働
く
こ
と

が
お
こ
る
」
と
の
主
張
が
あ
る
。
深
谷
松
男
「
生
活
保
持
義
務
と
生
活
扶
助
義
務
」
川
井
健
他
編
「
講
座
現
代
家
族
法
第
四

巻
』
(
日
本
需
社
一
九
九
二
年
)
二
0
 
一
頁
。

⑳
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
事
実
上
の
離
婚
の
増
加
、
母
子
家
庭
の
保
護
の
後
退
の
懸
念
、
現
行
の
協
議
雜
婚
制
度
の
定
着
を
理

由
に
、
養
育
費
の
取
決
め
を
雜
婚
の
成
立
要
件
に
す
る
こ
と
や
、
有
子
夫
婦
の
籬
婚
に
対
す
る
家
庭
裁
判
所
等
の
法
的
機
関
の
関

与
に
つ
い
て
は
、
否
定
的
な
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
日
本
弁
護
士
連
合
会
雜
婚
後
の
養
育
費
支
払
確
保
に
関
す
る
意
見
書
』

(
一
九
九
二
年
)
二
三
頁
以
下
。

⑳
こ
の
よ
う
な
主
張
を
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
、
婚
姻
法
改
正
を
考
え
る
会
「
恊
議
雛
婚
制
度
1
意
思
お
よ
び
離
婚
後
の
措
置
の

確
認
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
六
七
号
(
一
九
九
三
年
)
三
八
頁
以
下
。

未
成
熟
子
本
人
が
扶
養
権
利
者
と
し
て
、
扶
養
義
務
者
で
あ
る
親
に
対
し
て
扶
養
請
求
を
行
う
と
い
う
立
場
が
通
説
で
あ
る
が
、

φ

親
権
者
に
ょ
る
監
護
費
用
分
担
の
方
法
を
主
張
す
る
も
の
も
あ
る
。
後
者
の
立
場
を
と
る
も
の
と
し
て
は
、
例
え
ぱ
、
小
石
寿
男

「
未
盛
子
の
養
育
費
請
求
事
件
の
性
質
」
ケ
ー
ス
研
究
七
五
号
(
一
九
六
三
年
)
一
頁
以
下
、
「
未
成
熟
子
の
養
育
爲
求
方
法

に
つ
い
て
」
家
庭
裁
判
月
報
三
四
巻
二
一
号
(
一
九
八
二
年
)
一
頁
以
下
、
「
未
成
熟
子
の
養
育
費
請
求
方
法
・
再
論
」
判
例
タ
イ

ム
ズ
七
四
七
号
(
一
九
八
六
年
)
三
三
頁
以
下
を
姦
。

⑳
子
の
扶
養
請
求
権
の
放
棄
や
不
行
使
は
、
子
の
経
済
的
利
益
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
主
張
が
あ
る
。
本
澤
巳
代
子
「
緋
婚

母
子
の
生
活
保
障
と
子
の
福
祉
ー
ド
イ
ツ
家
族
法
と
の
比
較
を
中
心
と
し
て
」
「
{
永
族
・
労
働
・
福
祉
」
刊
行
委
員
会
編
『
家
族

労
働
・
福
祉
』
(
永
田
文
昌
堂
一
九
九
一
年
)
八
四
頁
以
下
。

子どもの養育蜜の履行硫保について オーストラリアの制度を参考じ
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こ
の
法
律
に
つ
ぃ
て
は
、
谷
口
園
恵
他
「
養
育
費
等
の
履
行
確
保
の
た
め
の
民
事
救
行
法
の
改
正
」
家
月
五
弌
巻
五
号

(
二
0
0
四
年
)
一
頁
を
姦
。

側

こ
の
法
律
に
つ
ぃ
て
は
、
法
務
省
民
事
局
・
小
野
瀬
厚
他
「
扶
養
義
務
等
に
か
か
る
金
銭
債
権
に
つ
い
て
の
問
接
強
制
の
・
度

を
導
入
す
る
民
事
執
行
法
の
改
正
」
家
月
五
七
巻
三
号
(
二
0
0
五
年
)
二
七
頁
を
参
照
0

侶
の

算
定
表
の
実
際
の
運
用
に
つ
ぃ
て
は
、
濱
谷
由
紀
・
中
村
昭
子
「
養
育
費
・
婚
姻
費
用
算
定
の
実
務
」
右
近
達
男
.
ト
田
＼
重

子
.
辻
朗
編
「
{
永
事
事
件
の
現
況
と
課
題
』
(
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
、
二
0
0
六
年
)
一
五
頁
を
姦
0

岡

例
え
ば
、
舘
幸
嗣
.
打
矢
恵
「
扶
養
義
務
と
養
育
費
算
定
に
関
す
る
一
考
察
」
中
央
学
院
大
学
法
学
論
叢
二
0
巻
一
.
二
合
併
号

全
0
0
七
年
)
一
九
頁
等
。

御

こ
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
松
嶋
道
夫
の
一
連
の
研
九
九
「
養
育
費
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ツ
ト
と
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に

つ
ぃ
て
」
法
律
時
報
七
五
巻
Ξ
号
(
二
0
0
三
年
)
、
「
子
ど
も
の
養
育
費
裁
判
が
お
か
し
い
1
 
一
東
京
.
大
阪
裁
町
官
の
簡
易

算
定
表
』
に
つ
ぃ
て
1
」
久
留
米
大
学
法
学
五
一
・
五
二
合
併
号
三
0
0
五
年
)
、
「
養
育
費
裁
判
の
現
状
と
改
革
ヘ
の
課
遉
」
久

留
米
大
学
法
学
五
六
.
五
七
合
併
号
全
0
0
七
年
)
お
よ
び
「
家
族
の
貧
困
化
と
子
ど
も
の
養
育
費
」
「
有
也
亨
先
生
追
爲
集

「
変
貌
す
る
家
族
と
現
代
家
族
法
」
一
(
法
律
文
化
社
、
二
0
0
九
年
)
等
を
姦
の
こ
と
0

岡

前
者
に
つ
ぃ
て
は
、
谷
口
他
.
前
掲
注
田
一
頁
以
下
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
小
野
瀬
他
・
前
易
注
@
二
七
頁
を
も
と
に
概
要
を

ま
と
め
て
み
た
。

田
小
野
瀬
他
・
前
掲
注
則
三
六
頁
。

6
7
)
詳
し
く
は
、
松
下
淳
一
「
扶
養
義
務
等
に
係
る
金
銭
債
権
に
つ
い
て
の
間
接
強
制
」
家
月
五
七
巻
三
号
(
二
0
0
五
年
)
一

頁
以
下
を
参
照
。

嶋
貫
・
前
掲
注
⑳
九
一
頁
以
下
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
子
ど
も
の
養
育
を
児
童
扶
養
費
と
し
て
捉
え
、
早
い
時
期
か
ら
日
本
に
紹
介
し
た
下
夷
美
幸
に
ょ

る
一
連
の
研
究
と
し
て
「
離
婚
と
孑
の
養
育
費
」
季
刊
社
会
保
障
研
究
二
五
巻
二
号
二
九
九
八
年
)
一
五
六
頁
、
「
ア
メ
リ
カ
に

お
け
る
児
童
養
育
履
行
確
保
制
度
(
0
三
区
 
m
仁
で
で
0
二
圃
三
又
兄
ヨ
ゆ
三
勺
』
0
安
N
ヨ
)
の
展
開
」
海
外
士
会
保
障
惰
報
一
 
0
0
号

(
一
九
九
こ
年
)
七
九
頁
、
「
母
子
家
庭
ヘ
の
社
会
的
支
援
離
婚
後
の
児
童
扶
養
問
題
ヘ
の
対
応
1
」
社
会
保
障
研
究
所
編
一
女

性
と
社
会
保
障
、
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
年
)
二
四
七
頁
お
よ
び
「
養
育
費
履
行
確
保
制
度
の
設
計
」
ジ
ユ
リ
ス
ト

-
 
0
五
九
号
(
一
九
九
五
年
)
七
六
頁
が
あ
る
。

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
つ
い
て
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、
宮
下
節
子
「
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
の
養
育
費
の
算
定
と
そ
の
履
行

確
保
」
ケ
ー
ス
研
究
二
四
七
号
(
二
0
0
二
年
)
三
二
九
頁
。

こ
の
制
度
は
日
本
の
生
活
保
護
に
該
当
す
る
も
の
で
、
親
の
不
在
や
死
亡
、
障
害
、
失
業
を
原
因
と
し
て
卜
分
な
養
育
を
受
け

ら
れ
な
い
一
八
歳
未
満
の
児
童
を
持
つ
世
帯
の
援
助
を
目
的
と
し
た
制
度
で
あ
る
。
打
矢
恵
「
ア
メ
リ
カ
の
公
的
支
援
制
度
と
養

育
費
強
制
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
東
洋
法
学
五
四
巻
一
号
Ξ
0
 
-
 
0
年
)
二
七
七
頁
。

打
矢
・
前
掲
注
@
二
七
七
1
九
頁
。

Σ
りU岡

下
夷
・
前
掲
注
圃
「
養
育
費
履
行
確
保
制
度
の
設
計
」
ヒ
ハ
頁
。

嶋
貫
・
前
掲
注
⑳
九
六
1
七
頁
。

嶋
貫
・
前
掲
注
⑳
九
七
頁
。

!
りU

イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
は
、
石
橋
恵
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
養
育
費
履
行
確
保
制
度
」
大
東
法
政
論
集
八
号
(
二
0
0
0
年
)

aU

頁
、
橋
爪
幸
代
「
ひ
と
り
親
家
庭
に
対
す
る
経
済
的
支
援
制
度
と
養
育
費
の
徴
収
ー
イ
ギ
リ
ス
の
制
度
の
試
行
錯
誤
を
通
し

八て
1
」
上
智
法
学
論
集
五
三
巻
四
号
(
二
0
 
-
 
0
年
)
三
九
頁
等
を
参
照
。
な
お
、
ド
イ
ツ
も
こ
の
類
型
に
入
る
国
の
一
つ
で

あ
り
、
こ
れ
ま
で
に
本
澤
・
前
掲
注
⑳
六
七
頁
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

石
橋
・
前
掲
注
鬮
八
五
頁
。

社
会
保
障
給
付
を
受
け
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
正
等
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
申
請
を
拒
否
す
る
こ
と
が
男
ら
れ
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、
監
護
親
が
レ
イ
プ
の
被
害
者
で
あ
る
場
貪
非
監
護
親
が
子
ど
も
の
虐
待
を
加
え
て
い
た
場
合
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

橋
爪
・
前
掲
注
鬮
三
九
頁
。

橋
爪
・
前
掲
注
鬮
一
三
九
1
一
四
0
頁
。

橋
爪
・
前
掲
注
鬮
一
四
三
頁
。
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@
橋
爪
.
前
掲
注
鬮
一
四
四
1
五
頁
0

6
 
の
鳥
題
ι
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
、
増
田
幸
弘
一
生
U
母
子
家
廷
に
、
け
、
、
、

,
↓
童
扶
養
法
の
改
革
と
わ
が
国
の
鴛
1
』
(
慶
應
義
塾
大
学
産
業
・
 
T
、
イ
、
o
i
 
1

女
性
の
就
労
す
る
機
会
ゞ
.
n
し
、
イ
ι
1
し
大
き
く
変
十
を
遂
げ
て
き
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、

杓
い
う
雇
用
矛
蒸
が
一
般
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
女
性
の
失
業
率
は
男
性
に
ヒ
、
ノ
ー
ト
労

の
高
さ
が
際
立
っ
て
い
た
0
増
田
.
前
易
注
の
＼
刀
県
0
 
ι
永
庭
の
母
親
の
失
業
率

さ
が
際
立
っ
て
い
た
。
増
田
.
前
掲
注
団
一
＼
頁
参
Ξ
"
0
 
棄
の
失
業
率

6
4
 
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
憲
法
第
五
一
条
0

6
 
ー
ス
ラ
リ
ア
最
初
の
統
一
離
婚
法
に
関
し
て
は
、
段
冶
良
堅
「
オ
ー
、
ト
.
川

ー
ス
ラ
リ
ア
r
婚
法
に
お
け
る
破
綻
主
義
の
展
開
」
「
河
治
大
学
1
、
＼
Ξ
、
る
ノ

手
ー
ラ
,
ア
家
族
法
の
概
観
1
そ
の
沿
革
と
特
色
1
」
法
政
論
叢
四
一
 
1
 
0
 
,

ー
ス
ト
ラ
,
ア
連
チ
家
族
法
で
採
用
さ
れ
た
破
綻
主
義
の
徹
底
に
つ
、
て
り
五

六
も
の
と
し
て
、
武
田
政
明
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
{
永
族
法
に
お
け
る
言
,
,
し
と
め
ら

二
九
頁
以
下
を
参
照
の
こ
と
0
 
,
Ξ
、
大
学
主
期
大
学
紀
要
三
0
巻

筋
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
{
永
 
J
法
に
、
ル
ー
」
、
ー

6
 
ー
ス
ラ
リ
ア
{
永
族
法
に
全
般
に
関
し
て
は
、
ト
川
富
之
、
「
オ
ー
ト
リ
ど
、

、
ず
手
彩
法
改
、
訂
版
』
(
清
林
書
院
、
一
九
九
三
年
)
五
四
0
頁
メ
下
を
、
こ
、
木
'
イ
,
、
γ
角
人
事
訴

,
ア
家
族
法
(
こ
(
二
)
会
マ
(
四
X
五
.
完
)
」
戸
時
弌
二
九
悶
＼
、
゛
オ
ー

年
)
五
0
頁
、
六
三
言
ぢ
(
二
0
0
八
年
)
五
三
頁
弌
三
二
号
＼
,
(
二
0
0
/

二
七
頁
を
参
照
の
こ
と
0
 
お
よ
ぴ
六
三
四
号
(
二
0
0
八
年
)

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
憲
法
第
一
 
0
九
条
0

一
九
七
五
年
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
家
族
法
第
四
＼
久
太
第
一
項
0

靭
離
婚
申
立
て
の
時
点
で
現
実
に
別
居
し
て
お
り
、
そ
の
別
居
が
一
二
か
月
問
継
続
し
て
い
る
と
い
う
事
実
に
ょ
っ
て
、
婚
姻
破

集
立
証
さ
れ
る
(
一
九
七
五
年
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
家
族
法
第
四
八
条
第
二
項
)
。

岡

詳
し
く
は
、
小
川
富
之
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
け
る
離
婚
法
の
改
革
」
「
小
野
幸
二
教
授
還
暦
零
論
集
」
刊
行
委
員
会
「
一
三

世
紀
の
民
法
1
小
野
幸
二
教
授
還
暦
零
論
集
1
』
(
法
学
書
院
、
一
九
九
六
年
)
七
二
五
頁
を
参
照
の
こ
と
。

伯

一
九
七
五
年
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
家
族
法
第
五
五
条
の
A
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
け
る
雜
婚
事
件
の
審
理
に
関
し
て
は
、
小
川

富
之
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
家
庭
裁
判
所
」
家
族
<
社
会
と
法
>
二
一
号
(
二
0
0
五
年
)
一
 
0
 
一
頁
以
下
を
参
照
の
こ
と
。

一
九
七
五
年
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
家
族
法
第
五
五
条
の
A
第
三
項
。

母
性
優
先
主
義
長
期
に
わ
た
る
主
た
る
監
護
者
尊
重
の
原
則
、
ま
た
は
、
子
ど
も
の
意
思
藤
重
の
原
則
と
い
っ
た
こ
と
で
、

自
動
的
に
判
断
の
際
に
有
利
に
な
る
と
い
う
考
え
方
は
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。
り
サ
・
ヤ
ン
グ
(
小
川
訳
・
監
修
)
・
前
掲
注
鮒

「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
家
族
法
(
三
)
」
五
九
頁
。

@
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
結
果
と
な
る
の
は
、
一
九
七
五
年
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
家
族
法
第
六
八
条
の
F
第
二
項
に
列
挙
さ
れ
て
い
る

項
目
に
、
父
母
と
子
ど
も
の
関
係
の
性
質
お
よ
び
子
ど
も
を
父
母
か
ら
引
き
離
す
こ
と
に
ょ
り
生
じ
る
影
響
と
い
う
二
つ
の
要
件

に
つ
い
て
裁
判
官
が
必
ず
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
理
由
で
あ
る
の
は
明
白
で
あ
る
。
り
サ
・
ヤ
ン
グ

(
小
川
訳
・
彬
)
・
前
器
岡
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
家
族
法
会
一
)
」
六
0
頁
。

個
り
サ
・
ヤ
ン
グ
(
小
川
訳
・
彬
)
・
前
掲
注
船
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
家
族
法
会
一
)
」
六
0
頁
。

岡

一
九
七
五
年
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
家
族
法
一
0
0
条
の
A
で
は
、
証
拠
に
関
す
る
一
般
規
定
を
緩
和
し
、
子
ど
も
の
代
理
人

(
δ
茸
ミ
昂
昂
容
又
ゆ
m
曾
旦
ぢ
易
)
に
ょ
り
、
子
ど
も
の
雲
園
を
代
弁
さ
せ
る
こ
と
を
裁
判
所
に
認
め
、
第
六
二
条
の
G
第
二
項
は
、

家
族
や
子
ど
も
の
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
(
8
言
器
豆
ま
た
は
福
祉
関
係
者
の
作
成
す
る
、
子
ど
も
に
関
す
る
報
告
書
を
隠
し
、
こ

の
報
告
書
に
子
ど
も
の
要
求
を
含
め
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
更
に
、
第
六
八
条
の
L
は
、
子
ど
も
だ
け
の
代
理
人
選
任
を
命
じ

る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
家
庭
裁
判
所
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
ょ
る
と
、
子
ど
も
に
付
け
ら
れ
る
代
理
人
で
あ
る
法
律
家
は
、
子
ど

も
の
側
に
立
つ
弁
護
士
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
子
ど
も
の
最
善
の
利
益
を
実
現
す
る
た
め
に
、
公
平
な
立
場
で
、
裁
判
所
の

た
め
に
貢
献
す
る
と
い
う
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
小
川
{
畠
之
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
け
る
子
ど
も
の
手
続
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上
の
代
理
人
」
法
律
時
報
八
一
巻
二
号
金
0
0
九
年
)
三
九
頁
以
下
を
参
照
。

6
7
)
跳
婚
の
仮
判
決
と
本
判
決
の
問
に
一
定
の
期
問
を
設
け
る
と
い
う
考
え
方
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
雜
幡
法
を
継
受
す
る
も
の
で
あ
り
、

欝
の
許
可
に
対
す
る
異
議
申
立
て
を
容
認
す
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
り
サ
・
ヤ
ン
グ
(
卜
川
訳
.
監
修
Y
 
-
U

掲
注
絢
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
家
族
法
(
二
)
」
五
四
1
五
五
頁
。

一
九
七
五
年
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
家
族
法
第
五
五
条
。

リ
サ
.
ヤ
ン
グ
(
小
川
訳
.
彬
)
.
前
掲
注
岡
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
家
族
法
(
五
・
{
元
)
」
二
八
頁
以
下
。
な
お
、
共
同
監
護

の
最
近
の
動
向
に
つ
ぃ
て
は
、
駒
村
絢
子
「
離
婚
後
の
子
の
監
護
法
制
に
関
す
る
一
考
察
ー
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
家
族
法
に
お

け
る
離
別
後
の
共
同
養
育
推
進
を
手
が
か
り
に
」
法
学
政
治
学
論
究
八
四
号
(
二
0
-
0
年
)
一
六
三
頁
以
下
を
参
照
の
こ
と
0

リ
サ
.
ヤ
ン
グ
(
小
川
訳
・
監
修
)
・
前
掲
衡
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
家
族
法
(
三
)
」
六
四
頁
。

一
九
八
九
年
児
童
扶
養
(
養
育
費
額
算
{
疋
)
法
第
三
六
条
。

冨
巨
m
一
ゆ
語
一
↓
N
仂
=
{
呉
ゆ
、
一
昌
芽
Φ
如
ゆ
m
二
之
円
ゆ
誓
.
m
0
{
9
一
一
今
舎
,
即
ゆ
{
9
ヨ
語
牙
Φ
今
一
区
豊
毛
0
牙
0
=
Φ
ヨ
ゆ
、
N
8
f
J
.
太
勺
m
.

リ
サ
.
ヤ
ン
グ
(
小
川
訳
・
監
修
)
・
前
掲
注
岡
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
家
族
法
(
五
・
完
)
」
三
三
頁
。

⑭
一
九
八
八
年
児
童
扶
養
会
旦
録
お
よ
び
徴
収
)
法
第
三
0
条
。

鬮
一
九
八
八
年
児
童
扶
養
昼
録
お
よ
び
徴
収
)
法
第
四
三
条
。

⑯
一
九
八
八
年
児
童
扶
養
(
登
録
お
よ
び
徴
収
)
法
第
四
四
条
。

ケ
カ
一
九
八
八
年
児
童
扶
養
(
隷
お
よ
び
徴
収
)
法
第
五
一
条
お
よ
び
第
六
七
条
0

⑳
「
父
母
が
協
議
上
の
離
婚
を
す
る
と
き
は
、
子
の
監
護
を
す
べ
き
者
、
父
又
は
母
と
の
面
会
及
び
交
流
、
子
の
監
護
に
要
す
る
費

用
の
分
担
そ
の
他
の
監
護
に
つ
ぃ
て
必
要
な
事
項
は
、
そ
の
協
議
で
こ
れ
を
定
め
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
子
の
利
益
を
最

も
優
先
し
て
考
慮
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
」
と
い
う
案
が
示
さ
れ
て
い
た
。
小
稽
行
「
『
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱
』

の
概
要
」
法
律
の
ひ
ろ
ぱ
四
九
巻
六
号
(
一
九
九
六
年
)
三
頁
。
家
族
法
改
正
研
究
会
で
は
、
婚
姻
法
離
婚
法
、
親
子
法
お

よ
び
親
権
法
等
の
四
つ
部
会
で
そ
れ
ぞ
れ
法
改
正
の
共
同
研
究
を
進
め
て
い
る
。
子
ど
も
の
養
育
費
の
問
題
に
つ
い
て
は
離
婚
法

の
部
会
て
検
討
を
行
っ
て
る
。
家
族
法
正
究
会
に
つ
、
て
は
、
「
特
集
、
ソ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
{
永
族
法
改
正
を
考
え
る
』
」
戸

囲

時
六
五
九
号
(
二
C
 
-
 
0
年
)
二
頁
以
下
を
参
照

⑳
親
権
と
民
法
第
七
六
六
条
の
子
の
監
護
者
や
監
護
と
の
概
念
上
の
相
連
親
権
と
監
護
権
の
内
容
、
権
限
と
責
任
の
配
八
刀
、
雜

婚
後
の
共
同
親
権
・
共
同
監
護
、
父
母
の
一
方
の
跳
婚
後
の
再
婚
と
非
親
権
者
で
あ
る
親
の
地
位
等
、
再
検
討
の
必
要
性
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
棚
村
政
行
「
Ⅲ
雜
婚
法
1
雜
婚
法
改
正
の
課
題
」
戸
時
六
五
九
号
(
二
0
 
-
 
0
年
)
二
0
1
一
二
頁
。

田
前
掲
注
御
に
あ
げ
た
松
嶋
道
夫
の
一
連
の
研
究
を
参
照
。

D

韓
国
の
法
改
正
に
関
し
て
は
、
金
亮
完
「
養
育
費
履
行
確
保
等
の
た
め
の
韓
国
の
家
事
既
山
法
・
民
法
の
改
正
」
戸
籍
時
報

侶

六
四
四
号
(
二
0
0
九
年
)
一
工
頁
、
白
井
京
「
【
韓
国
】
養
育
費
支
払
確
保
の
た
め
の
民
法
及
び
家
事
訴
訟
法
の
改
正
」
外
国
の

立
法
二
四
0
号
金
0
0
九
年
)
一
六
頁
お
よ
び
金
祥
洙
「
外
国
法
事
情
(
一
 
0
八
)
養
育
費
債
権
の
履
行
確
保
と
し
て
の
直
接

支
払
命
令
」
国
際
商
事
法
務
Ξ
七
巻
一
 
0
号
(
二
0
0
九
年
)
一
四
一
九
頁
を
参
照
の
こ
と
。

子どもの養育饗の履行硫保について^オーストラリアの制度を参考に^
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新
社
会
人
の
た
め
の
法
学
入
門

法
令
ニ
ユ
ー
ス
五
五
五
号

婚
姻
・
離
婚
法
改
正
の
動
き
1
民
法
改
正
試
案
を
め
ぐ
つ
て

法
令
ニ
ユ
ー
ス
五
六
二
号

平
成
七
年
(
一
九
九
五
年
)

婚
姻
制
度
等
に
関
す
る
民
法
改
正
要
綱
試
案
を
踏
え
、
そ
の
あ
る
べ
き
方
向
性
と
戸
籍
制
度

『
民
法
改
正
要
綱
試
案
と
戸
籍
制
度
』
(
日
本
加
除
出
趣

法
令
ニ
ユ
ー
ス
五
七
0
号

サ
リ
ン
犯
罪
を
め
ぐ
る
諸
問
題

平
成
九
年
(
一
九
九
七
年
)

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
[
生
と
死
1
そ
の
法
政
上
の
諸
問
題
」

平
成
一
五
年
Ξ
0
0
三
年
)

日
韓
に
お
け
る
家
族
の
現
在
一
「
日
本
に
お
け
る
家
族
の
現
状
と
家
族
法
の
動
向
」
(
龍
谷
大
学
国
際
社
会
文
化
研
究

所
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
)

戸
籍
時
報
五
六
四
口

平
成
一
八
年
Ξ
0
0
六
年
)

学
究
の
徒
と
し
て
1
民
法
学
者
の
軌
跡
<
座
談
今
(
於
保
不
二
雄
・
中
川
淳
・
椿
寿
夫
・
奥
田
昌
道
・
北
川
善
太
郎
)

於
保
不
二
雄
著
「
民
法
著
作
集
③
1
判
例
研
究
』
(
新
青
出
版
(
発
売
大
学
図
書
)

平
成
二
二
年
三
0
-
0
年
)

家
族
法
・
戸
籍
制
度
研
究
会

質
疑
応
答
)

*
書
評
・
中
小
辞
典
に
お
け
る
解
説
・
随
筆
の
類
は
、
省
略
し
た
。

村
川

第
一
八
回
定
例
研
究
会
「
{
永
族
法
の
立
法
理
念
と
家
事
調
停
実
務
の
歩
み
」
(
含

戸
籍
時
報
室

日
本
法
政
学
会
法
政
論
叢
三
舌
ぢ

行
之
夫

政
富
哲

棚
小
尾 中
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